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未来へ、安定・堅実な財政運営を推進します

令和８年度一般会計予算

 前年度から２億２４００万円増加

【主な歳入の増減】
・町税　　　　町民税、市町村たばこ税の増額などにより、8306 万円（6.9％）増加しています。
・地方交付税　�国の地方財政計画、令和７年国勢調査の影響などにより１億 4000 万円（5.3％）減少しています。
・国庫支出金　�デジタル基盤改革支援補助金（自治体情報システムの標準化・共通化対応事業）などが減額しますが、

地域未来交付金（芦屋港ボートパーク交流エリア整備）や空調設備整備臨時特例交付金（小中学校体
育館空調設備整備）などの増額により全体では1204万円（0.7％）増加しています。

・町債　　　　�小中学校体育館空調設備整備事業などを行いますが、庁舎・指定避難所非常用電源整備事業や総合
運動公園中央グラウンド改修事業などの減額により全体では1億 2810万円（9.5％）減少しています。

・諸収入　　　モーターボート競走事業収入などの増額により５億 6351 万円（45.5％）増加しています。

歳入歳入

【主な歳出の増減】
・民生費　�障害児通所支援費、自立支援給付費、後期高齢者医療療養給付費などの増額により 2622 万円（0.9％）

増加しています。
・総務費　�芦屋港ボートパーク交流エリア整備事業などを行いますが、庁舎非常用電源整備事業や自治体情報シ

ステムの標準化・共通化対応事業などの減額により 4 億 3864 万円（17.9％）減少しています。
・教育費　�小中学校体育館空調設備整備事業などを行いますが、指定避難所非常用電源整備事業や総合運動公園中

央グラウンド改修事業などの減額により全体では、２億 9120 万円（18.1％）減少しています。
・土木費　�下水道事業会計補助金、レジャープールアクアシアン整備事業やタウンバス購入などにより 1 億 1861 万

円（10.1％）増加しています。

歳出歳出

▽問い合わせ　財政係（☎２２３‐３５７８）

【自主財源内、その他の内訳】
　�諸収入18億 87万円（うち、モーターボート競走事業
収入16億円）、寄附金5509万円、繰越金5000万円、
財産収入4860万円、分担金・負担金1698万円

【依存財源内、その他の内訳】
　�地方譲与税3425万円、法人事業税交付金2960万円、地方特例交
付金1950万円、配当割交付金1200万円、株式等譲渡所得割交付
金1000万円、利子割交付金290万円、環境性能割交付金57万円

町税
12億
8446万円

その他
19億 7154万円

使用料・手数料
１億 9949万円

● 地方交付税
24億 8000万円

町債
12億
2480万円

国庫支出金
16億2123万円

●

県支出金
5億 3426万円

その他
１億882万円

地方消費税交付金
３億 5700万円

●

①消防費  3 億 7656万円、②商工費  3 億 5945万円
③農林水産業費  １億 6072万円、④議会費  １億 948万円、⑤その他  2644 万円

①①総務費
20億1699万円

民生費
28億 290万円

土木費
12億
9431万円

公債費
15億 4170万円

教育費
13億
1877万円

衛生費
8億
2968万円

②② ③③
④④
⑤⑤

0 20 40 60 80 100
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自主財源 41.6％ 依存財源 58.4％

●繰入金
10億
5540万円

歳入

歳出
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  主な事業主な事業
　第６次総合振興計画後期基本計画に基づき、次の事業に取り組みます。

※ 10万円未満は四捨五入

住民とともに進めるまちづくり

●人材育成事業補助金� 90 万円
●自治区活性化事業交付金� 700 万円
●ボランティア活動センター運営事業� 840 万円

こどもがのびのびと育つまちづくり

●芦屋東小学校学童クラブ移転事業� 1000 万円
●子ども医療費助成金� 5640 万円
●小中学校・高校生等通学費補助金
� 1070 万円
●学校給食費無償化事業� 1670 万円
●新婚 ･子育て世帯民間賃貸住宅家賃補助金
� 410 万円

●放課後塾事業� 390 万円
●小中学校電子黒板等整備事業� 6270 万円
●小中学校体育館空調設備整備事業
� 2 億 7940万円

活力ある産業を育むまちづくり

●汐入川水門改修事業� 4400 万円
●地域おこし協力隊（漁業従事者）活動事業
� 240 万円
●柏原漁港西方海岸荒波対策事業� 1010 万円
●海浜公園複合遊具更新事業� 3850 万円
●レジャープール改修事業� 2440 万円
●あしや花火大会事業補助金� 2090 万円
●あしや砂像事業補助金� 3990 万円
●芦屋港ボートパーク交流エリア整備事業
� ２億 2990万円

いきいきと暮らせる笑顔のまちづくり

●高齢者助成（補聴器・エアコン・住み替え等）事業
� 330 万円
●がん検診等事業� 2410 万円
●予防接種事業� 7980 万円

安全で安心して暮らせるまちづくり
●急傾斜地崩壊対策事業（夏井ヶ浜）�2150 万円
●城山公園法面整備事業� 9950万円
●排水ポンプ車購入事業� 7240 万円
●地域防災計画・ハザードマップ作成事業�1660 万円
●老朽危険家屋等解体補助金� 1500 万円

環境にやさしく、快適なまちづくり

●公園整備事業� 270 万円
●定住促進奨励金� 850 万円
●タウンバス運行事業� 1 億 2200万円
●タウンバス購入事業� 3880 万円

心豊かな人が育つまちづくり

●図書館図書等購入事業� 450 万円
●テニスコートクラブハウス改修事業
� 3070 万円
●総合体育館・武道館ＬＥＤ化事業
� 2070 万円
●歴史の里屋上防水事業� 250 万円
●小学生英語体験・中学生海外ホームステイ事業
� 840 万円

 主な事業
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未来へ、安定・堅実な財政運営を推進します

モーターボート競走事業会計からの収益金モーターボート競走事業会計からの収益金

物価高騰対策（１億 9500万円）
●生活応援商品券� １億 5000万円
●地域振興券プレミアム補助� 4500万円

観光施策（7300 万円）
●あしや花火大会事業補助金� 1800 万円　　
●あしや砂像事業補助金� 1500 万円など

施設運営費（１億 1500万円）
●芦屋中央病院運営費負担金� 5200 万円　　
●芦屋釜の里管理運営事業� 3000 万円など

将来への備え (５億 5000万円 )
●公共施設等整備基金積立金� １億円
●町債繰上償還� ４億 5000万円

そのほか (５億 9700万円 )
●国民健康保険特別会計繰出金� 3500 万円　　
●下水道事業会計補助金� 3500 万円　　
●タウンバス・巡回バス運行事業� 5300 万円　　
●テレビ受信料補助金� 1000 万円　　
●敬老祝金� 800 万円　　
●町債元利償還金� ３億 4000万円など

子育て・学校教育施策（7000 万円）
●学校給食費無償化事業� 1500 万円　　
●保育料無償化・軽減事業� 1200 万円　　
●子ども医療費助成金� 2500 万円など

　ボートレース芦屋ではさまざまな収益向上策に取り組んでいます。モーニングレースによる電話投票の売
り上げが好調であるため、令和８年度はモーターボート競走事業会計から16億円（前年度から６億円増）
の収益金を見込んでいます。
　この16億円は次の事業に活用し、芦屋町の活性化や町民の皆さんの生活に役立てていきます。

モーターボート競走事業会計からの収益金

　今年度は、５月にＧⅠ周年
記念競走、１月にＧⅡモーター
ボート大賞を開催します。
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　特別会計とは、特定の事業を行う場合や特定の収入により事業を行う場合、その事業の経理を
ほかの会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づいて設置しているものです。

※１万円未満は四捨五入

  特別会計予算特別会計予算

国民宿舎特別会計
収入　1125万円
支出　1125万円

　利用者サービスの向上などを目的に、指定管理者
制度を導入した経営の21年目です。
　主な収入は、指定管理者納入金1000万円や電
柱等占用料です。
　主な支出は、外壁改修工事実施設計委託費と
施設の修繕料です。

公共下水道事業会計
収益的収入� ７億 9626 万円
収益的支出� 8 億 3728 万円
資本的収入� 7 億 8775 万円
資本的支出� 9 億 2335 万円

　主な収益的収入は、下水道使用料３億 969
万円や一般会計からの補助金です。主な収益的
支出は、管

かんきょ
渠やポンプ場、浄化センターに要す

る経費のほか、減価償却費や企業債の支払利息
です。
　主な資本的収入は、企業債借入金、国庫補助
金（社会資本整備総合交付金）、一般会計補助
金です。
　主な資本的支出は、北九州市への事務の委託
事務費・事務の代替執行負担金、企業債の返済
費用です。

モーターボート競走事業会計
収益的収入
収益的支出

1433 億� 5139 万円
1384 億� 7419 万円

資本的収入
資本的支出

� 0 万円
　 33 億� 950 万円

　主な収益的収入は、芦屋本場開催に伴う勝舟
投票券発売金 1032 億 7200 万円や場外発売受
託事業収入です。
　主な収益的支出は、売り上げに伴う払戻金や
交付金などの法定費、選手賞金、場外発売受託
事業費などです。
　主な資本的支出は、投票関連機器の更新とい
った施設改良費などです。

国民健康保険特別会計
収支　14 億 7802 万円

　職場の健康保険と後期高齢者医療制度に加
入している人や生活保護を受けている人を除
くすべての人が加入する国民健康保険の保険
給付を行う制度です。
　主な収入は、加入者が納める国民健康保険税（後
期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育
て支援金分を含む）２億1224万円、県からの補
助金11億 854万円です。
　主な支出は、保険給付費と国民健康保険事業
費納付金で全体の 95.5％を占めています。

給食センター特別会計
収支　１億 8595 万円

　給食センターでは、毎日、安全・安心でおい
しい給食を目指して調理をしています。
　主な収入は、学校給食費収入が 1455 万円、
一般会計からの繰入金が１億 3098 万円です。
　主な支出は、賄材料費のほか、給食調理業務
等委託費などです。

後期高齢者医療特別会計
収支　3 億 2070 万円

　75 歳以上の高齢者などに対する医療へ保険
給付を行う制度です。
　主な収入は、保険料（子ども・子育て支援金
分を含む）2 億 2165 万円、一般会計繰入金
9104 万円です。
　主な支出は、後期高齢者医療広域連合納付金
で全体の 93.3％を占めています。

芦屋中央病院貸付金特別会計
収支　4 億 8163 万円

　芦屋中央病院に関する町債の借り入れや、借
り入れた町債の返済を行うための特別会計です。
　主な収入は、医療機器購入や設備改良に伴う
町債の借り入れで 1億 7020 万円です。
　主な支出は、町債の返済費用で 3 億 1143
万円です。

 特別会計予算
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民
生
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・
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童
委
員

っ
て
ど
ん
な
人
？

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は
、
民

生
委
員
法
と
児
童
福
祉
法
に
基
づ

き
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委い
し
ょ
く嘱
さ
れ

た
地
域
福
祉
を
担
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
す
。
非
常
勤
の
地
方
公
務
員
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
、
23
人
の
民
生
委
員
・
児

童
委
員
と
2
人
の
主
任
児
童
委
員
が

活
動
し
て
い
ま
す
。（
令
和
8
年
4

月
１
日
現
在
）

民生委員・児童委員は
地域の皆さんの暮らしを見守る
ボランティアです � ▽問い合わせ　障がい者・生活支援係

（☎２２３‐３５３０）

民生委員・児童委員の
登校見守りの様子
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関係機関・団体と連携・協力

支援や関わり

地域住民

高齢者・障がい者
こども・子育て家庭 など

・地域を担当する民生委員・児童委員
・主任児童委員

民生委員・児童委員 関係機関・団体

役場や社会福祉協議会、
小・中学校など

相談

支援

こんな活動をしています

・役場
・社会福祉協議会
・児童相談所
・保健所
・教育委員会
・小・中学校
・保育園・幼稚園
・地域包括支援センター
　など

連携する専門機関
・相談を受けた世帯を
　訪問し、状況を把握
・ニーズに応じた支援
　が受けられるよう関
　係機関へつなぐ
・災害発生時の高齢者や
　障がい者の避難支援
・児童の登下校の見守り
　など

主な活動



　

仕
事
を
辞
め
た
ら
地
域
の
た
め
に

働
こ
う
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
機

会
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
や
っ
て
み

よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　

今
回
で
２
期
目
（
４
年
目
）
に
な

り
ま
す
。
地
域
や
住
ん
で
い
る
人
の

状
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
老
人
会

に
加
入
し
、
サ
ロ
ン
活
動
や
草
刈
り

に
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

困
っ
て
い
て
も
自
分
か
ら
は
話
し

に
く
い
と
思
う
の
で
、「
ち
ょ
っ
と
し

た
声
か
け
」や「
相
手
を
認
め
る
こ
と
」

を
活
動
時
は
、
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

委
員
の
活
動
は
友
人
が
増
え
た

り
、
自
身
の
成
長
を
感
じ
た
り
、
地

域
貢
献
を
実
感
で
き
た
り
と
、
メ
リ

ッ
ト
が
多
く
、
楽
し
く
続
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

散
歩
や
サ
ロ
ン
活
動
な
ど
、
自
身

の
生
活
が
、
委
員
の
活
動
に
も
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。
委
員
と
共
に
活
動

す
る
こ
と
が
、
担
い
手
を
育
成
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
う
の
で
、
皆

さ
ん
で
協
力
し
合
い
な
が
ら
、
地
域

の
活
性
化
、
委
員
活
動
の
活
性
化
を

図
り
た
い
で
す
。

湯
ゆあさ
浅 成

せい こ
子

（花美坂）

　
昨
年
12
月
に
主
任
児
童
委
員
に
な

り
ま
し
た
。
教
職
員
と
い
う
前
職
を

生
か
し
て
、
生
ま
れ
育
っ
た
芦
屋
町

に
恩
返
し
を
し
た
い
と
い
う
思
い
で

引
き
受
け
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
、
小
中
学
校
の
行
事
へ
の

参
加
や
登
校
指
導
を
通
し
て
、
児
童

へ
の
声
か
け
や
情
報
収
集
を
行
い
、

地
域
を
知
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。

　
活
動
時
は
、
心
を
開
い
て
も
ら
え

る
よ
う
に
「
相
手
の
存
在
に
寄
り
添

う
、
語
り
に
寄
り
添
う
、
相
手
の
時

間
に
寄
り
添
う
」、「
話
し
た
く
な
る

関
係
を
つ
く
る
」
こ
と
を
心
が
け
て

い
ま
す
。

　

委
員
の
活
動
は
社
会
で
は
、「
忙

し
い
」「
大
変
だ
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
で
す
が
、
自
身
の
成
長
に

も
繋
が
り
ま
す
し
、
社
会
に
貢
献
し

て
い
る
実
感
も
湧
き
、
と
て
も
や
り

が
い
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
、
多
く
の
人
に
知
っ
て
も

ら
う
た
め
に
、
活
動
の
場
を
広
げ
、

困
っ
て
い
る
相
手
に
寄
り
添
い
な
が

ら
、
皆
さ
ん
か
ら
頼
っ
て
も
ら
え
る

よ
う
な
存
在
に
な
り
た
い
で
す
。 橋

はしもと
本 淳

あつ お
生

（主任児童委員）

民生委員・児童委員への
相談・支援依頼件数（令和７年度）

　合計　
1231件 ●

高齢者に
関すること
７３０件

こどもに
関すること
１２０件

●
●

障がい者に関すること
53件

その他　３２８件

●

芦屋町民生委員・児童委員協議会

会長　真
さなだ
田 憲

けんいち
一

（船頭町４～６、11～13）

　

令
和
７
年
12
月
に
、
民
生
委
員
・

児
童
委
員
及
び
主
任
児
童
委
員
の
一

斉
改
選
が
あ
り
、
新
し
く
芦
屋
町
民

生
委
員
・
児
童
委
員
協
議
会
の
会
長

に
就
任
し
ま
し
た
真
田
で
す
。

　

今
回
の
改
選
で
、
新
し
く
５
人
が

担
い
手
と
な
り
ま
し
た
。
新
体
制
の

も
と
、
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て

い
け
る
地
域
を
目
指
し
て
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
（
以
下
、
委
員
）
一

丸
と
な
り
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
福
祉
の
専
門
職
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
同
じ
地
域
で
生
活

す
る
住
民
の
一
員
と
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
困
り
ご
と
や
悩
み
ご
と
、
心
配

ご
と
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必
要

な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
行
政
や

専
門
機
関
、団
体
へ
の
「
つ
な
ぎ
役
」

と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
法
律
で

守
秘
義
務
が
課
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
安
心
し
て
相
談
で
き
ま
す
。
さ

さ
い
な
こ
と
で
も
、か
ま
い
ま
せ
ん
。

気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、

　
　
主
任
児
童
委
員
の
声

悩んでいませんか？
　「失業や経済的困窮による生活上の
心配ごと」、「医療や介護」、「こども
のしつけの仕方がわからなくて不安」
「 近所で児童虐待、高齢者虐待らし

い様子に気付いたが、だれに言ったらいいのかわ
からない」など、悩みや心配ごとは当事者や家族
だけではなかなか解決しない、近所の人にも相談
しにくい。そんなときこそ、秘密を守る義務もあ
る民生委員・児童委員に相談してください。
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民生委員・児童委員を紹介します
� ▽問い合わせ　障がい者・生活支援係（☎２２３‐３５３０）

５月12日は
民生委員・児童委員の日

民生委員・児童委員を紹介します（敬称略）。
秘密を守りますので、気軽に相談してください。

民生委員・児童委員
シンボルマーク

　毎年５月12日からの1週間を活動強化週間として、
全国的な啓発運動を展開しています。
　地域の皆さんに民生委員・児童委員の存在や活動を
正しく知ってもらうPR活動、孤独、孤立など地域の福
祉課題への関心や理解を深める活動を行っています。

一
いちなか
中 美

み さ
佐

（浜崎）
坂
さか お
尾 貢

みつ こ
子

（中ノ浜）
 小
お の
野 豊

とよ こ
子

（金屋・中小路・市場）
工
くど う
藤 節

せつ こ
子

（高浜町１、３～７、17）

副会長

内
うちやま
山 仁

ひとし

（白浜町６～８）

副会長

加
かと う
藤 まゆみ

（船頭町１～３、７～10、
中ノ浜8-1～5、9-29～38)

小
こ と く
德 静

しず こ
子

（祇園町、高浜町 8～ 14、
15-4・5・8・10・42・45）

芦屋町民生委員・
児童委員協議会会長

真
さな だ
田 憲

けんいち
一

（船頭町４～６、11～13）

吉
よし だ
田 まり子

こ

（幸町）
山
やま だ
田 公

きみ こ
子

（白浜町１～５）
梶
かじわら
原 久

く み こ
美子

（正門町１～７、中ノ浜
10-1～10-66、12-7～13）

梶
かじわら
原 鉄

てつたろう
太郎

（正門町８～ 15）
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今
いまだ
田 勝

かつまさ
正

（新緑ヶ丘団地）
工
くど う
藤 良

りょういち
一

（緑ヶ丘７）
松
まつ お
尾 シ

し ず こ
ズ子

（浜口町１～３、７～９）
高
たかいわ
岩 忠

ただ み
美

（緑ヶ丘１）

中
なか い
井 達

たつぞう
藏

（正津ヶ浜）
今
いまむら
村 智

としてる

（田屋、はまゆう）
刀
と ね
根 ふさ子

こ

（大君、後水町住）
松
まつ だ
田 宏

ひろ し
志

（大城）

地
域
で
の
支
え
合
い
を

　
守
っ
て
い
く
た
め
に

　

少
子
化
や
核
家
族
化
に

よ
っ
て
、
地
域
の
つ
な
が

り
が
薄
れ
る
中
、
高
齢
者

や
障
が
い
の
あ
る
人
、
子

育
て
や
介
護
を
し
て
い
る

人
な
ど
が
、
周
囲
に
相
談

で
き
ず
に
孤
立
し
て
い
る

ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
地
域
住
民
の
身

近
な
相
談
相
手
と
し
て
活

動
す
る
の
が
民
生
委
員
・

児
童
委
員
で
す
。
誰
も
が

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域

づ
く
り
に
民
生
委
員
・
児

童
委
員
は
欠
か
せ
な
い
存

在
で
す
。

　

一
方
で
、
民
生
委
員
・

児
童
委
員
の
担
い
手
不
足

が
深
刻
な
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
民
生
委
員
・
児

童
委
員
の
活
動
は
、
特
別

な
資
格
や
経
験
が
な
く
て

も
始
め
ら
れ
、
地
域
に
貢

献
す
る
と
い
う
大
き
な
や

り
が
い
が
あ
り
ま
す
。

　

地
域
で
の
支
え
あ
い
を

守
っ
て
い
く
た
め
に
も
、

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

活
動
を
知
っ
て
も
ら
い
、

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

【欠員地区】
◦高浜町２、18～ 20
◦浜口町４～６、　鶴松中層
◦粟屋
◦三軒屋
◦雁木、万町、浦、　元町
◦柏原、丸の内 橋

はしもと
本 淳

あつ お
生

（主任児童委員）
上
かみしもと
四元 惠

けい こ
子

（主任児童委員）

岡
おか
 夏
なつ こ
子

（江川台）
湯
ゆあ さ
浅 成

せい こ
子

（花美坂）
伊
いと う
藤 由

ゆ み
美

（高浜町15（ただし、15-4・5・
8・10・42・45を除く）、

16、21～ 26）
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　あなたの周りで起きた出来事や楽しい
話題、イベントなどの身近な情報をお待
ちしています。

▽問い合わせ　シティプロモーション係
　（☎２２３‐３５７１）

ま ち の わ だ い

� ３月 12日　芦屋中学校卒業式

中学校卒業おめでとう！中学校卒業おめでとう！

　芦屋中学校で卒業式が行われ、114 人の卒業生が
巣立ちました。式典の卒業生答辞では、体育祭や修学
旅行などの学校行事や学校生活の何気ない日常を振り
返り、苦楽を共にした学友や支えてくれた家族、先生
への感謝の言葉を述べていました。それぞれの道を進
む友と互いに励ましあいながら、いつまでも別れを惜
しんでいました。
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3 月 16日　芦屋中学校進路学習「みらいふ」

働くことの意義を学び、進路を考える

� ３月 27日～ 28日　さくらコンサート
美しい歌声と優しい音色に包まれて美しい歌声と優しい音色に包まれて

　芦屋中学校の１年生が進路学習「みらいふ」で、心理カウン
セラーやドローンパイロット、消防士などの職に従事している
17 人の講師からそれぞれの仕事のやりがいや、働く上で大切
にしていることなどを学びました。生徒たちは、「どうすれば
その仕事に就けますか」「今からできることはありますか」な
どと質問しながら、講師の話を熱心に聞いていました。授業を
終えた後、生徒は「普段の学校生活では聞けない貴重な話が聞
けてよかった」、「視野が広がった」「働くことに対するイメー
ジが変わった」と話していました。

� ３月 20日～ 29日　バーミリオン展
　ギャラリーあしやで「芦屋スケッチさんぽ同好会」と「アトリエ K 同好会」
の合同グループによる展示会が行われ
ました。今回は、10 年目の節目となる
展示会でした。作者の人は、遠く広が
る芦屋の海を眺めたり、歴史を残す町
並みのスケッチを楽しんだりと、その
瞬間の解放感を楽しんで活動されてい
るとのことです。

絵を描くことの楽しさを芦屋町から発信！絵を描くことの楽しさを芦屋町から発信！

　つぼみがほころび始めた桜を背景に、芦屋釜の
里の大茶室でコンサートが行われました。演奏は
蒲
かまはら

原 史
ふ み こ

子さん（声楽）と日高 美佐さん（ピアノ）
です。瀧 廉太郎作曲の「花」 のほか、日本古謡の

「さくらさくら」などを演奏し、春の訪れを感じ
させてくれました。会場は、美しいソプラノの歌
声と優しいピアノの音色で包まれ、来場者はうっ
とりと聞き入っていました。
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こ
ど
も
食
堂
へ
の
未
使
用
食
料
品
の

寄
付
を
遠
賀
信
用
金
庫
で
募
集

　
こ
ど
も
食
堂
を
支
援
す
る

た
め
に
、
遠
賀
信
用
金
庫
で

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
（
未
使
用

食
料
品
の
寄
付
）
を
行
い
ま

す
。
当
金
庫
の
役
職
員
も
こ

の
活
動
に
参
加
し
ま
す
の

で
、
地
域
の
皆
さ
ん
も
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

▽�

と
き　
５
月
１
日
金
～
29
日
金
の
平
日
・

午
前
9
時
～
午
後
3
時

▽�

と
こ
ろ　
遠
賀
信
用
金
庫
の
全
店(

一
部

除
く)

▽�

取
り
扱
え
る
食
品　
賞
味
期
限
が
２
カ
月
以

上
残
っ
て
い
る
、
未
開
封
で
常
温
保
存
で
き

る
食
品
。（
例
）
◦
缶
詰
な
ど
の
加
工
食
品
◦

穀
類
・
麺
・
粉
製
品
（
玄
米
、
精
米
、
パ
ッ

ク
ご
飯
、
シ
リ
ア
ル
食
品
、
麺
類
、
小
麦
粉

な
ど
）
◦
調
味
料
◦
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
（
カ

ッ
プ
麺
、
お
茶
漬
け
、
み
そ
汁
、
ア
ル
フ
ァ

米
な
ど
）
◦
レ
ト
ル
ト
食
品
（
カ
レ
ー
・
丼

な
ど
）
◦
乾
物
（
海
苔
、
か
つ
お
節
、
昆
布
、

煮
干
し
、
豆
類
、
春
雨
な
ど
）
◦
菓
子
類

▽�

取
り
扱
え
な
い
食
品　
（
例
）
◦
冷
凍
・
冷

蔵
食
品
◦
生
鮮
食
品
（
生
肉
・
魚
介
類
・

生
野
菜
）
◦
酒
類
◦
弁
当
◦
開
封
さ
れ
て

い
る
食
品
◦
賞
味
期
限
が
２
カ
月
を
切
っ

て
い
る
も
の

▽�

問
い
合
わ
せ　

遠
賀
信
用
金
庫
地
域
貢

献
課
（
☎
２
８
１
‐
１
５
０
５
）

あ
す
な
ろ
猫
事
業　
～
飼
い
主
の
い
な

い
猫
へ
の
不
妊
・
去
勢
手
術
支
援
～

　
（
公
社
）
福
岡
県
獣
医
師
会
は
、
殺
処
分
さ

れ
る
不
幸
な
猫
を
減
ら
す
た
め
、
ま
た
、
飼

い
主
の
い
な
い
猫
と
共
生
を
目
指
す
地
域
活

動
を
支
援
す
る
た
め
、
飼
い
主
の
い
な
い
猫

に
対
し
て
不
妊
・
去
勢
手
術
の
支
援
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
活
動
は
、
飼
い
主
の

い
な
い
猫
の
増
加
や
ふ
ん
尿
問
題
を
減
ら
し
、

地
域
の
環
境
改
善
や
近
隣
住
民
の
ト
ラ
ブ
ル

を
軽
減
す
る
な
ど
、
人
と
猫
が
暮
ら
し
や
す

い
地
域
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

▽�

支
援
内
容　
飼
い
主
の
い
な
い
猫
、
メ
ス

１
頭
に
つ
き
１
万
１
０
０
０
円（
税
込
み
）、

オ
ス
１
頭
に
つ
き
５
５
０
０
円
（
税
込
み
）

で
不
妊
・
去
勢
手
術
を
行
い
ま
す
。

※
手
術
料
金
は
自
己
負
担
で
す
。

▽�

予
定
頭
数　
１
４
０
頭

▽�

対
象
と
要
件　
①
芦
屋
町
を
含
む
対
象
地

域
に
す
ん
で
い
る
飼
い
主
の
い
な
い
猫

　
②
申
込
者
も
対
象
地
域
に
住
ん
で
い
る
こ
と 

　

③
申
し
込
み
は
１
人
１

頭
ま
で 

▽�

申
込
方
法　
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

▽��

問
い
合
わ
せ　
（
公
社
）
福
岡
県
獣
医
師
会

い
の
ち
を
つ
な
ぐ
委
員
会
（
☎
〈
０
９
２
〉

７
５
１
‐
４
７
４
９
）

全
国
一
斉
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

特
設
人
権
相
談

　

全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
は
、６
月
１
日
を

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

と
定
め
、
毎
年
、
全
国

一
斉「
人
権
擁
護
委
員
の

日
」特
設
人
権
生
活
相
談

を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、国
民
の
皆
さ
ん
が
人
と

し
て
幸
せ
な
毎
日
を
送
っ
て
い
く
た
め
の
権

利（
人
権
）が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
常
に
注
意

を
払
い
、
も
し
、
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
き

は
、被
害
救
済
の
た
め
速
や
か
に
適
切
な
処
置

を
と
り
、ま
た
、人
権
の
大
切
さ
に
つ
い
て
の

理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
の
活
動
に
も
努

め
て
い
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、あ
な
た
の
身
近
な
相
談

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、家
庭
内
の
悩
み
や
隣
近

所
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、い
じ
め
や
差
別
な
ど
の
相

談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す

の
で
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　
６
月
４
日
木・午
前
10
時
～
午
後
３
時

▽�

と
こ
ろ　
中
間
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習

課
仮
事
務
所
（
中
間
市
蓮
華
寺
）

▽�

問
い
合
わ
せ　
福
岡
法
務
局
北
九
州
支
局

内　
北
九
州
人
権
擁
護
委
員
協
議
会（
☎
５

６
１
‐
３
５
４
５
）

マ
イ
テ
ク
・
セ
ン
タ
ー
北
九
州

職
業
訓
練
講
座
案
内

❶�

第
二
種
電
気
工
事
士
・
実
技　
資
格
試
験

対
策
講
座　

▽�

定
員　
50
人

▽�

対
象　
令
和
８
年
度
受
講
希
望
者

▽�

訓
練
期
間　
６
月
15
日
月
～
７
月
16
日
木

（
お
お
む
ね
毎
週
月
・
木
・
午
後
6
時
30
分

～
9
時
、
７
月
４
日
土
は
、
午
前
10
時
30

分
～
午
後
４
時
30
分
、
全
11
回
）

▽�

受
講
料　
３
万
９
０
０
０
円
（
教
材
費
を

含
む
）

❷�

エ
ク
セ
ル
関
数

▽�

定
員　
20
人

▽�

訓
練
期
間　
７
月
23
日
木
～
８
月
24
日
月

（
毎
週
月・木・午
後
７
時
～
９
時
、全
８
回
）

▽�

対
象　

エ
ク
セ
ル
の
基
本
操
作
が
で
き

る
人

▽�

受
講
料　
２
万
０
０
０
０
円
（
教
材
費
を

含
む
）

【
共
通
項
目
】

▽��

と
こ
ろ　
マ
イ
テ
ク
・
セ
ン
タ
ー
北
九
州

（
八
幡
東
区
大
蔵
）

▽�

問
い
合
わ
せ　
マ
イ
テ
ク
・
セ
ン
タ
ー
北

九
州
（
☎
６
５
１
‐
３
７
７
５
）

みんなの
ひろば

あすなろ猫事業
ホームページ
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●
浜は

ま
ゆ
う

木
綿
俳
句
会

切
株
の
か
く
も
香か

の
立
つ
春
の
昼

�

野
口 

加か

づ

み
津
美

切
株
の
年
輪
赤
き
風
光
る

�

吉
住 

利
枝

伐
採
の
木こ

ぐ
ち口
の
香
り
山
笑
ふ

�

小
川 

雪
野

伐
採
の
年
輪
生
々
し
く
か
げ
ろ
ふ

�

池
田 

幸
利

●
水
茎
短
歌
会

八や

そ

じ
十
路
す
ぎ
未み

れ
ん練
が
ま
し
く
捨
て
ら
れ
ず

運
転
免
許
の
更
新
し
た
る

�

麻
生 

清き
よ
こ子

カ
ラ
オ
ケ
で
赤あ

こ
う
ろ
う
し

穂
浪
士
の
台せ

り
ふ詞
入
り

米べ
い
じ
ゅ寿
の
男
の
太
き
声
聞
く

�

宮
﨑 

佐
代
子

ポ
ケ
ッ
ト
に
ス
マ
ホ
を
あ
わ
て
て
押
し
込
め
り

浅あ
さ
ぎ葱
の
袴
の
若
き
権ご

ん
ね
ぎ

禰
宜

�

村
上 

一か
ず
え惠

傷
物
の
い
ち
ご
が
安
く
並
び
い
て

「
ジ
ャ
ム
作
ろ
う
」
と
買
っ
て
し
ま
い
ぬ

�

田
中 

勢せ

つ

こ
津
子

退職クロスロード
  安藤　祐介　著
  実業之日本社

　
　年度末の総合メーカーの
本社ビル。清掃員の守田は、
この日で定年を迎え会社を
去る窓際部長の佐和山から
突然朝食に誘われ、「あな
たは、私の命の恩人」と言
われ…。理不尽な社会で真
っすぐに生きるための、勇
気と誇りの物語。

俳
句
・
短
歌

■休館日　�７日木、11日月、18日月、25日月、
28日木

芦屋町図書館
（☎２２３‐３６７７）
開館時間
午前 10 時～午後６時

芦屋町図書館
ホームページ
※�資料検索や

予約などが
できます。

としょ か ん
通 信

芦屋町図書館
イメージキャラクター
よむにゃん ５月

と　き 　　出　演・催　し　　
６日水 赤ちゃんおはなし会たっち

10 日日 にじの会
24 日日 にじの会
※時間はいずれも午前 11 時から

�
△

ところ　おはなしのへや

定例おはなし会

新 着 図 書

注目の一冊

△

とき　６月６日土午後 1時 30分から
　（上映時間 119 分）△

ところ　図書館 1階多目的室△

上映作品　「アイネクライネナハトムジーク」△
定員　40 人（事前申し込み先着順）△ �
申込受付　5月８日金より、電話または図書館カ
ウンターで受け付け△ �

内容　仙台駅前、街頭アンケートに立つ会社員・
佐藤は、ギターの弾き語りに聴き入る紗季と目が
合い思わず声をかけた。二人の小さな出会いは、
多くの人を巻き込み、10年の時をかけて奇跡のよ
うな瞬間を呼び起こす。

大人の上映会

△

ところ　１階・中央柱特集コーナー
　4 月 30 日木の「図書館記念日」
に続いて、5月は「図書館振興の月」
です。10 日日までの「春の図書館
まつり」にあわせて、図書館が舞台の絵本や読みも
のを集めています。意外と知らない図書館の活用術
や、図書館が出てくる楽しいおはなしもあります。
たくさん集めていますので、この機会に図書館を楽
しんでみませんか。

図書館記念日・図書館振興の月特集

【一般書】
天
てんりょう

領の鷹
たか

　上下巻 村木 嵐
らん

� 著
誓いの証言 柚月 裕子� 著
呪
シ ャ ー マ ン

術師の末
ま つ え い

裔 楡
にれ

 周平� 著
のほほん人生 原 宏

こういち
一� 著

【児童書】
バベルの教室 乾

いぬい
 ルカ� 作

窓のまどかさん 戸森 しるこ� 作
きゅうしょくの　じかん 加藤 休

やす
ミ� 作

かぶと 藤川 智子� 作
ぼくのランドサル 石川 基

も と こ
子� 作

3 月分の人の動き

人口（前年同月との比較）

出生 転入
転出

人73
人117死亡

人7
人12

令和 8 年 3 月末日現在 令和 7 年 3 月末日現在

人　口
男　性6,005

女　性6,395
世帯数6,332

人

人 6,100

6,485
6,352 世帯

人

人
世帯

12,400 人 12,585 人
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⑩
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⑫
⑬
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⑱

⑳

㉑

㉒

⑲

㉘

㉓

㉔

㉕

㉙

㉖
㉗

⑮

㉚

　�　自治区は、皆さんが安心して生活でき、「芦
屋町に住んでよかった」と思える自治区づ
くりを目指しています。
　�　自治区の活動は、地域や生活に密着して
いるので、それぞれの自治区の特性も生か
し、また、区長間で協力しながら、行政と連
携も図り、活動の輪を広げています。ご近
所と絆

きずな
を深め、人と人との助け合いを大切

にすることが、防災、交通安全、防犯活動
などに生かされ、皆さんが安全安心に生活
できる自治区になっていきます。詳しくは、
住んでいる区の区長におたずねください。
� 芦屋町区長会会長　福原 光次

　
町
に
は
、
30
の
自
治
区
が
あ
り
ま
す
。

　
各
自
治
区
で
は
、地
域
の
防
犯・防
災
活
動
、

環
境
美
化
活
動
、
高
齢
者
の
見
守
り
活
動
を

は
じ
め
、
地
域
の
皆
さ
ん
が
気
軽
に
参
加
で

き
る
交
流
行
事
を
企
画
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
い
ざ
と
い
う
時
、
一
番
頼
り
に
な
る
の
は
、

隣
近
所
の
人
た
ち
で
す
。

　

あ
な
た
も
自
治
区
に
入
っ
て
、
隣
近
所
の

協
力
関
係
を
さ
ら
に
広
げ
、
明
る
く
住
み
よ

い
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

※�

区
長
名
簿
は
、
区
長
会
か
ら
の
情
報
に
よ
り

作
成
し
て
い
ま
す
（
敬
称
略
）。

中ノ浜区 第一緑ヶ丘区 粟屋区
中西 徳樹 宮下 智成 石川 智雄

金屋区 第三緑ヶ丘区 大城区
菊地 隆司 工藤 良一 丹生 愛子

中小路区 正門町区 浜口区
小山 繁信 豊岡 正幸 福原 光次 

市場区 第二緑ヶ丘区 東町区
柴田 一馬 六田 てるよ 島岡 清孝

浜崎区 船頭町区 高浜町区
林 知幸 上村 定紀 古長 撓男
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①

②
⑥
⑦
③

⑰

⑧

⑨
⑤

⑯

④

⑪

⑩
④

⑫
⑬
⑭

⑱

⑳

㉑

㉒

⑲

㉘

㉓

㉔

㉕

㉙

㉖
㉗

⑮

㉚

▽�

問
い
合
わ
せ　
住
ん
で
い
る
区
の

区
長
ま
た
は
地
域
振
興
・
交
通
係

（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
９
）

芦屋町の自治区

① 粟屋 ⑯ 幸町
② 大城 ⑰ 白浜町
③ 浜口 ⑱ 雁木
④ 東町 ⑲ 三軒屋
⑤ 高浜町 ⑳ 万町
⑥ 第一緑ヶ丘 ㉑ 浦
⑦ 第三緑ヶ丘 ㉒ 元町
⑧ 正門町 ㉓ 丸の内
⑨ 第二緑ヶ丘 ㉔ 柏原
⑩ 船頭町 ㉕ 正津ヶ浜
⑪ 中ノ浜 ㉖ 田屋
⑫ 金屋 ㉗ はまゆう
⑬ 中小路 ㉘ 大君
⑭ 市場 ㉙ 江川台
⑮ 浜崎 ㉚ 花美坂

さ
さ
え
あ
い
、
と
も
に
創つ
く
る
芦
屋
町

あ
な
た
の
地
域
の

自
治
区
長
紹
介

自
治
区
長
紹
介

田屋区 浦区 幸町区
重岡 英俊 吉永 かおり 吉田 敏明

はまゆう区 元町区 白浜町区
林田 幸三 柴田 篤 山田 寛

大君区 丸の内区 雁木区
森 真奈美 畠山 剛 坂尾 清明

江川台区 柏原区 三軒屋区
酒井 滋彦 野津 利一 荻堂 幸男

花美坂区 正津ヶ浜区 万町区
坂本 文秀 岡本 芳文 鶴原 洋一

⑮



国民健康保険税の税率が変わります

▽問い合わせ　国民健康保険制度に関すること　保険年金係（☎２２３‐３５３２）
　　　　　　　国民健康保険税に関すること　　課　税　係（☎２２３‐３５３４）

●国保財政は慢性的な赤字運営
　国民健康保険（国保）は、国民健康保険税（国保税）と国、県、市町村からの補助金により運営されています。

国保は被用者保険（社保）に比べて、「年齢構成が高い」、「医療費水準が高い」、「所得水準が低い」という構造

により、財政運営上さまざまな課題を抱えています。また、後期高齢者医療制度への移行などにより国保加入

者は年々減少し、それに反して一人あたりの医療費は年々増加傾向にあります。このため、国保財政は慢性的

な財源不足に陥っており、毎年、赤字分を一般会計から補
ほ て ん

填しています。

●安定的な国保財政の運営を図るために
　今後、町では一般会計からの赤字補填を徐々に解消するため、令和 12 年度まで 2 年に一度の税率改正を予定

しています。今回の改正では、加入者の負担が急激に増加することがないよう、以下のとおり税率や金額を変

更しました。

　安定的な国保財政の運営を図るため、皆さんのご理解をお願いします。

●子ども・子育て支援金が賦課されます
　「子ども・子育て支援金」は、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、子ども・子育て支援事業に充て

るため、令和８年４月分から既存の国保税と合わせて賦課されます。

●国民健康保険税の税率と金額が変わります
令和７年度 令和８年度 変更点 用語の説明

医
療
分

所得割率 7.40％ 7.25％ 0.15％引き下げ
●�所得割…前年中（１月～ 12 月）

の所得金額に応じて負担する金額
（総所得金額－ 43 万円）×税率

●�均等割…世帯あたりの国保加入者
の人数に応じて負担する金額

●�平等割…国保加入世帯が平等に負
担する金額

均等割額 21200 円 22800 円 1600 円引き上げ
平等割額 23600 円 24400 円 800 円引き上げ

後
期
高
齢
者

支
援
金
分

所得割率 2.30％ 2.51％ 0.21％引き上げ
均等割額 6700 円 8000 円 1300 円引き上げ
平等割額 7500 円 8600 円 1100 円引き上げ

介
護

納
付
金
分

所得割率 1.60％ 1.88％ 0.28％引き上げ
均等割額 6800 円 8200 円 1400 円引き上げ
平等割額 5100 円 6300 円 1200 円引き上げ

子
ど
も
・
子
育
て

支
援
金
分

所得割率 － 0.24％ 令和 8 年度より
均等割額 ― 900 円 令和 8 年度より
平等割額 ― 800 円 令和 8 年度より
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（7 割軽減該当）
令和７年度 令和８年度 変更点

医療分 13400 円 14100 円
後期高齢者支援金分 4200 円 4900 円

介護納付金分 0 円 0 円
子ども・子育て支援金分 ― 500 円

合　計 17600 円 19500 円 1900 円増加

（5 割軽減該当）
令和７年度 令和８年度 変更点

医療分 67700 円 69000 円
後期高齢者支援金分 21200 円 24000 円

介護納付金分 16800 円 20100 円
子ども・子育て支援金分 ― 2400 円

合　計 105700 円 115500 円 9800 円増加
※端数処理により合計金額が異なります。

（２割軽減該当）
令和 7 年度 令和 8 年度 変更点

医療分 145900 円 148900 円
後期高齢者支援金分 45700 円 51900 円

介護納付金分 31400 円 37500 円
子ども・子育て支援金分 ― 4500 円

合　計 223000 円 242800 円 19800 円増加

ケース２：夫婦のみ（50歳代）
世帯所得 90 万円

（夫自営業所得 90 万円、妻 0 円）の場合

ケース３：夫婦（40歳代）とこども 1人（15歳）
世帯所得 146 万円

（夫自営業所得 146 万円、妻・子 0 円）の場合

令和８年度からの国保税はどう変わる？（モデルケース）

●軽減を受けることができます
　世帯の総所得金額等が基準所得以下の場合、均等割額や平等割額を軽減します。なお、軽減を受けるための
申請は不要ですが、世帯に前年所得の申告がない人（未申告者）がいると、軽減を受けられません。

【国保税の軽減基準】
世帯主と国保加入者の総所得金額の合計額 軽減割合

43 万円（基礎控除額）+10 万円×（給与所得者の数－１）以下 7 割軽減
43 万円（基礎控除額）+31 万円×加入者数 +10 万円×（給与所得者の数－１）以下 5 割軽減
43 万円（基礎控除額）+57 万円×加入者数 +10 万円×（給与所得者の数－１）以下 2 割軽減

【その他の軽減制度】
制度 内容

未就学児の均等割額の軽減制度 未就学児の均等割額の２分の 1が軽減されます
産前産後期間の軽減制度
※産前産後期間の軽減制度は申請が必要です。

出産予定日又は出産日の月の前月から４カ月間、所得割と均等
割が全額免除されます

18歳未満の被保険者に対する軽減制度
（子ども・子育て支援分のみ）

18歳未満の被保険者は均等割が全額免除されます
（18歳に達する日以降の最初の 3月 31日まで）

ケース１：単身（70歳代）
世帯所得 0 万円の場合
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後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度にに加入加入しているしている皆さん皆さんへへ

　子ども・子育て支援法の改正により、高齢者の医療の確保に関する法律の中で規定する保険料の徴収対象とす

る費用の中に「子ども・子育て支援金」分（以降、「子ども分」という）を含めることとされました。

　令和８年度より保険料の年額は、従来の医療保険料分（以降、「医療分」という）と「子ども分」の合計になります。

　「医療分」、「子ども分」の額は、それぞれ被保険者全員に均等に賦課する「均等割額」と所得に応じて賦課する
「所得割額」の合計になります。

※注１　�「医療分」の賦課限度額は 85 万円です。
※注２　�「子ども分」の賦課限度額は 2.1 万円です。
※注 3　�「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入－公的年金等控除額」、「給与収入－給与所得控除額」、「事

業収入－必要経費」などの合計額で、各種所得控除前の金額です。また、給与所得と年金所得の両方を
有する場合は、最大で 10 万円を控除する所得金額調整控除があります。

※注 4　�「基礎控除額」とは、合計所得金額が２４００万円以下の場合４３万円ですが、２４００万円を超える
場合は異なります。

  ◆令和８年度の保険料額の算出方法◆令和８年度の保険料額の算出方法

所得割額
〔総所得金額等（※注3）－基礎控除額（※注4）〕

× 11.70％（所得割率 )

均等割額
６６３４０円

医療分（※注１）

（１０円未満切り捨て） ＋＝

医療費の節約に努めましょう
　町では、今後も安心して医療を受けることができる国保財政の運営に努めていきます。そのためには、皆さ
んのご協力が必要不可欠です。国保加入者の一人一人が、運動や食事などに気を付け、健康の保持・増進に努

 めることが医療費全体の節約、安定した国保財政の運営につながります。
●健康診断を受けましょう
　国保税算出のもととなっている医療費を削減するために、病気の早期発見、早期治療が
重要です。毎年、健康診断を受診するなど、日ごろから健康管理を行いましょう。
●重複受診を控えましょう
　同じ病気で複数の医療機関を受診することは、医療費を増やすだけでなく、重複する検査や投薬により、か
えって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。日ごろから安心して相談できるかかりつけ医を持ち、
上手に医療機関を受診しましょう。
●ジェネリック医薬品を活用しましょう
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、最初に作られた薬（先発医薬品・新薬）の特許期間終了後に、有効成分、
用法、効能・効果が同等の医薬品として申請され、厚生労働省の許可を受けて製造・販売された、新薬より安
価な薬です。
　ジェネリック医薬品を利用することで自己負担を減らすことができ、医療費も節約することができます。利
用を希望するときは、医者や薬剤師に相談しましょう。

子ども分（※注 2）

（１０円未満切り捨て）

保険料額（年額）

＝

＝

均等割額
１３３９円

医療分

＋

＋

所得割額
〔総所得金額等（※注3）－基礎控除額（※注4）〕

× 0.25％（所得割率 )

子ども分
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▽問い合わせ　保険年金係（☎２２３‐３５３２）または、
　後期高齢者医療お問い合わせセンター（☎〈０９２〉６５１‐３１１１）

  ◆令和８年度の保険料軽減◆令和８年度の保険料軽減
○所得の低い人への軽減
　世帯の所得状況に応じて、均等割額（医療分 66340 円、子ども分 1339 円）を軽減します。
　令和８年度は、均等割額（医療分）の７割軽減（本則）が特例により７. ２割軽減になります。
　ただし、同一世帯※注 5 内の被保険者と世帯主に所得が不明な人がいる場合、軽減されません。

軽減割合
（軽減後の均等割合額の年額） 対象者の所得要件

（同一世帯（※注 5）内の被保険者と
世帯主の軽減対象所得金額（※注 6）の合計額）本則 令和８年度

７割
7.2 割（医療分 18575 円） ４３万円（基礎控除額）

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）（※注 7）以下７割（子ども分 401 円）

５割
５割（医療分 33170 円） ４３万円（基礎控除額）＋３１万円×被保険者数 

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）（※注 7）以下５割（子ども分 669 円）

２割
2 割（医療分 53072 円） ４３万円（基礎控除額）＋５7 万円×被保険者数 

＋１０万円×（給与所得者等の数－１）（※注 7）以下2 割（子ども分 1071 円）

※注 5　�4 月 1 日時点（年度途中で 75 歳になる人、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点）
の世帯が基準になります。

※注 6　�「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満 65 歳以上の人の公的年金は、「公
的年金等収入－公的年金等控除額－特別控除額（最大）１５万円」です。また、事業専従者控除、分離
譲渡所得の特別控除は適用されません。

※注 7　�下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主のうち２人以上が、給与所得または公的年金等
に係る所得がある場合に適用されます。また、下線部中の「給与所得者等の数」を算定する際は、給与
所得控除を 65 万円ではなく 55 万円で算定します。

○後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者だった人への軽減
　所得割額はかかりません。また、制度加入後２年間に限り、均等割額が５割軽減（※注 8）されます。なお、均
等割額が７割（7.2 割）軽減に該当する人は、７割（7.2 割）軽減（※注 9）が優先されます。
※注８　�５割軽減後の保険料＝医療分　３３１７０円、子ども分　６６９円
※注９　７割（7.2 割）軽減後の保険料＝医療分　１８５７５円、子ども分　４０１円

  ◆保険料額の通知◆保険料額の通知
　保険料額の詳細は、７月に送付予定の「令和８年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。
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問い合わせ（市外局番０９３）

☎ 223‐3677図 書 館
☎ 222‐1681中央公民館

役場・教育委員会 ☎ 223‐0881 ㈹

☎ 222‐2931芦屋中央病院
☎ 223‐0731町民会館 ☎ 222‐1981芦屋東公民館

☎ 223‐1892山鹿公民館

芦屋歴史の里 ☎ 222‐2555
芦屋釜の里 ☎ 223‐5881

☎ 222‐0181総合体育館

連休中の救急医療はこちらへ
●
内
科
と
小
児
科

▽�

と
き　
日
祝
日
・
午
前
９
時
～
11

時
30
分
、
午
後
１
時
～
４
時
30
分

▽�

と
こ
ろ　
遠
賀
中
間
休
日
急
病
セ

ン
タ
ー
（
遠
賀
町
大
字
尾
崎
お
ん

が
病
院
内
☎
２
８
２‐９
９
１
９
）

※�
乳
幼
児
の
発
熱
・
風
邪
症
状
が
あ

る
と
き
は
必
ず
電
話
で
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
歯
科

▽�

と
き　
午
前
10
時
～
午
後
５
時

▽�

当
番
医
院　
４
月
29
日
水
・
は
る

お
か
歯
科
医
院
（
水
巻
町
下
二
東

☎
２
０
１
‐
２
２
５
５
）、
５
月

３
日
日
・
も
も
ぞ
の
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク
（
中
間
市
弥
生
☎
２
４
６
‐

２
０
７
０
）、
４
日
月
・
桃
園
歯

科
医
院
（
中
間
市
東
中
間
☎
２
４

５
‐
０
２
０
５
）、
５
日
火
・
森

山
歯
科
医
院
（
岡
垣
町
中
央
台
☎

２
８
２
‐
０
１
６
６
）

※�

事
前
に
電
話
で
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。
連
絡
が
つ
か
な
い
場

合
は
遠
賀
郡
消
防
本
部
（
☎
２
９

３
‐
８
１
２
３
）
ま
た
は
中
間
消

防
本
部
（
☎
２
４
５‐０
９
０
１
）

へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
電
話
に
よ
る
問
い
合
わ
せ
制
度

　

夜
間
の
急
な
病
気
な
ど
に
適
切

な
助
言
を
行
い
ま
す
。

▽�

相
談
時
間　
月
～
土
・
午
後
６
時

～
10
時
、
日
祝
日
・
午
後
５
時
～

10
時

▽�

電
話
番
号　
遠
賀
中
間
休
日
急
病

セ
ン
タ
ー（
☎
２
８
２‐９
９
１
９
）

●
救
急
車
？
病
院
？
迷
っ
た
ら
！  

　
＃
７
１
１
９

　
医
師
や
看
護
師
、
相
談
員
な
ど
が

ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。
ま
た
、
最
寄

り
の
医
療
機
関
の
案
内
も
行
い
ま
す
。

▽�

と
き　
24
時
間
年
中
無
休

▽�
電
話
番
号　

＃
７
１
１
９
ま
た

は
、
☎
〈
０
９
２
〉
４
７
１
‐
０

０
９
９
（
福
岡
県
救
急
医
療
情
報

セ
ン
タ
ー
）

※�

重
症
時
は
迷
わ
ず
１
１
９
番
へ

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

●
小
児
救
急
医
療
電
話
相
談

　
こ
ど
も
の
急
な
病
気
や
ケ
ガ
で
心

配
な
と
き
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　
平
日
・
午
後
７
時
～
翌
日

午
前
７
時
、
土
・
正
午
～
翌
日
午

前
７
時
、
日
祝
日
・
午
前
７
時
～

翌
日
午
前
７
時

▽�

電
話
番
号　

☎
＃
８
０
０
０
ま

た
は
、
☎
〈
０
９
２
〉
７
３
１
‐

４
１
１
９
（
福
岡
県
小
児
救
急
医

療
電
話
相
談
）

●
Ｑ
助（
全
国
版
救
急
受
診
ア
プ
リ
）

　
急
な
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
、

該
当
す
る
症
状
を
画
面
上
で
選
択

し
て
い
く
と
、
緊
急
度
に
応
じ
た
適

切
な
対
応
が
表
示
さ

れ
ま
す
。
事
前
に
ア

プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
お
く
と
、
安

心
で
す
。

　

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
詳
し
い
情

報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　

健
康
づ
く
り
係

（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
３
）

病
院
受
診
に
持
っ
て
い
く
も
の

　
マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は
資
格
確

認
書
、
医
療
証
（
高
齢
受
給
者
・

ひ
と
り
親
・
こ
ど
も
・
障
が
い
者
）、

ま
た
は
診
療
依
頼
書
（
生
活
保
護

世
帯
）、普
段
飲
ん
で
い
る
薬
（
お

く
す
り
手
帳
）。
乳
幼
児
の
場
合

は
、
母
子
健
康
手
帳
、
紙
お
む
つ
、

哺
乳
瓶
、
タ
オ
ル
な
ど

町ホームページ

Q 助ホームページ
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
健
診

　

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

で
は
、
次
の
健
診
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
健
康
診
査

　

生
活
習
慣
病
の
発
症
や
重
症
化
の
予

防
な
ど
を
目
的
と
し
た
健
康
診
査

▽�

対
象　
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
（
長
期
入
院
中
、
施

設
入
所
中
な
ど
の
人
を
除
く
）

▽�

受
診
票
の
発
送　
４
月
下
旬

※�

令
和
８
年
度
に
75
歳
に
な
る
人
に
は
、

誕
生
月
の
10
日
ご
ろ
に
受
診
票
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
誕
生
日
以
降
に
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

受
診
期
限　
令
和
９
年
３
月
31
日
水

▽�

受
診
方
法　
実
施
医
療
機
関
に
予
約

の
う
え
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

受
診
料　
自
己
負
担
金
５
０
０
円

■
歯
科
健
診

　

口こ
う
く
う腔
機
能
低
下
や
肺
炎
な
ど
の
疾
病

を
予
防
す
る
た
め
の
歯
科
健
診

▽�

対
象　
令
和
８
年
度
に
76
歳
～
80
歳

に
な
る
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
（
長
期
入
院
中
、
施

設
入
所
中
な
ど
の
人
を
除
く
）

▽�

受
診
券
の
発
送　
５
月
下
旬

▽�

受
診
方
法　
実
施
医
療
機
関
に
予
約

の
う
え
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

受
診
期
間　
６
月
１
日
月
～
12
月
31

日
木

▽�

受
診
料　
自
己
負
担
金
３
０
０
円

【
共
通
事
項
】

▽�

受
診
に
必
要
な
も
の　
マ
イ
ナ
保
険

証
ま
た
は
資
格
確
認
書
、
受
診
票
ま

た
は
受
診
券

▽�

問
い
合
わ
せ　
福
岡
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
お
問
い
合
わ
せ
セ
ン
タ

ー（
☎〈
０
９
２
〉６
５
１‐３
１
１
１
）

み
ん
な
で
元
気
に
な
ろ
う
や
！
講
座

「
歯
の
健
康
と
食
事
の
話
」

　

歯
の
健
康
は
、
全
身
の
健
康
に
影
響

を
与
え
ま
す
。
自
分
の
歯
で
お
い
し
く

食
べ
る
た
め
に
、
歯
の
健
康
の
こ
と
を

学
び
ま
し
ょ
う
。
歯
科
衛
生
士
・
管
理

栄
養
士
の
講
話
と
試
食
が
あ
り
ま
す
。

▽�

と
き　
５
月
26
日
火
・
午
前
10
時
（
９

時
45
分
か
ら
受
け
付
け
）
～
午
後
０

時
30
分

▽�

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
４
階

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
人

▽
定
員　
15
人

▽
参
加
費　
無
料

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　

健
診
結
果
表
、

筆
記
用
具
、
歯
ブ
ラ
シ
、
ハ
ン
カ
チ

▽�

申
し
込
み　
５
月
19
日

火
ま
で
に
２
次
元
コ
ー

ド
か
ら
。
ま
た
は
健
康

づ
く
り
係
（
☎
２
２
３

‐
３
５
３
３
）
へ

健
康

・
子
育
て

申し込みフォーム

　日程は天候などで変更になる場合がありま
す。また、事前に電話予約が必要なものもあり
ます。申し込みや問い合わせは、直接、園へお
願いします。

幼稚園・保育所・認定こども園

園開放日５月～６月

◦愛生幼稚園（☎２２３‐０３５８）
と　き 内　容

５月 14日木
10：00～ 11：30 はじめましてようちえん

６月 11日木
10：00～ 11：30 みずあそびをたのしもう

◦認定こども園 芦屋中央幼稚園　　　　　　
　（☎２２２‐０３２７）

と　き 内　容

６月 22日月
10：00～ 11：30

プロ講師による「体育あそ
び」全身を使ってあそぼう
（親子 15組）

◦若葉保育所（☎２２２‐２６２４）
と　き 内　容

５月 18日月
10：00～ 11：00

「おひさまひろば」で
あそぼう（親子 10組）

６月５日金
９：50～ 10：50

「しゃぼん玉ショー」
（親子 10組）

※８カ月以上のこどもが対象です。
※�事前に電話で予約をしてください。

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp広報あしや　2026.5㉑



私
も
で
き
る
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

成
分
献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

▽�

と
き　

５
月
15
日
金
・

午
後
０
時
50
分
～
４
時

▽�

と
こ
ろ　
く
ろ
さ
き
ク

ロ
ー
バ
ー
（
八
幡
西
区

西に
し
ま
が
り
ま
ち

曲
里
町
）

※�

役
場
玄
関
前
に
集
合
後
、
マ
イ
ク
ロ

バ
ス
で
送
迎
し
ま
す
。

▽�

内
容　
成
分
献
血
（
血
小
板
・
血
し

ょ
う
）

▽�

対
象　

18
～
69
歳
の
人
。
た
だ
し
、

65
歳
以
上
の
献
血
は
、
60
～
64
歳
の

間
に
献
血
を
し
た
こ
と
が
あ
る
人
の

み
。
男
性
＝
体
重
45
㎏
以
上
、女
性
＝

体
重
40
㎏
以
上
の
人
。

※�

献
血
可
能
日
を
献
血
会
員
ア
プ
リ「
ラ

ブ
ラ
ッ
ド
」
ま
た
は
献
血
カ
ー
ド
で

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

申
し
込
み　
５
月
１
日
金
ま
で
に
健
康

づ
く
り
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
３
）
へ

い
き
い
き
昼
食
会
（
講
話
）
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

　

令
和
８
年
度
は
、
高
齢
期
難
聴
と
栄

養
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食
事
の
こ
と
を
学

ぶ
講
話
で
す
。
言
語
聴
覚
士
と
管
理
栄
養

士
が
最
新
の
情
報
を
届
け
ま
す
。
難
聴
と

認
知
症
の
関
係
や
栄
養
の
こ
と
を
学
び
、

健
康
寿
命
を
延
ば
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

当
日
は
試
食
品
の
提
供
が
あ
り
ま
す
。

※�

試
食
品
（
芦
屋
町
食
生
活
改
善
推
進

会
が
調
理
し
た
も
の
）
は
弁
当
と
し

て
提
供
し
ま
す
。

▽�

と
き　
６
月
25
日
木
・
午
前
10
時
（
９

時
30
分
か
ら
受
け
付
け
）
～
11
時
10
分

▽�

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
４
階

▽
対
象　
65
歳
以
上
の
人

▽
定
員　
15
人

▽
参
加
費　
３
５
０
円
（
当
日
持
参
）

▽�

申
し
込
み　
６
月
11
日
木
ま
で
に
高
齢

者
支
援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
６
）
へ

ハ
ロ
ー
!
B
a
b
ｙ
教
室
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

　

赤
ち
ゃ
ん
を
迎
え
る

た
め
の
教
室
で
す
。
子

育
て
の
こ
と
を
楽
し
く

勉
強
し
ま
せ
ん
か
。

▽�

と
き　
５
月
17
日
日
・
午
前
９
時
30

分
（
受
け
付
け
は
９
時
15
分
か
ら
）

～
正
午

▽
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
４
階

▽�

内
容　
助
産
師
に
よ
る
赤
ち
ゃ
ん
を

迎
え
る
た
め
の
話
、
風
呂
の
入
れ
方

（
実
習
）、
マ
タ
ニ
テ
ィ
ヨ
ガ
、
パ
パ

の
妊
婦
体
験
、
管
理
栄
養
士
に
よ
る

妊
娠
中
の
栄
養
の
話

▽
対
象　
妊
婦
と
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー

▽
参
加
費　
無
料

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　
母
子
健
康
手
帳
、

母
子
健
康
手
帳
副
読
本
、
筆
記
用
具

▽�

申
し
込
み　

５
月
14
日
木
ま
で
に
、

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
（
☎
２
２
３

‐
３
５
７
７
）
へ

みんな来てね、出前たんぽぽ広場

▽�とき　５月 20 日水・午前 10 時～正午

▽ �ところ　山鹿公民館和室
※�たんぽぽスタッフが絵本やおも

ちゃを用意して待っています。

５月の日曜開館日　10 日・24 日

た ん ぽ ぽ コ ー ナ ーた ん ぽ ぽ コ ー ナ ー
対象は、就学前のこどもと保護者です。
⃝問い合わせ　芦屋町子育て支援センター 
　「たんぽぽ」（☎２２１‐２５６７）

♥ぽんちゃんのにこにこ絵本

　 ▽ �とき　５月 11日月・午前 11時～ 11時 30分
♥親子エアロビ（10組限定）

　 ▽ �とき　５月 13日水・午前 10時～ 11時
　※４月 22日水から予約開始

　 ▽ �持ってくるもの　水分補給の飲み物、汗拭きタオ
ル、動きやすい服装

♥�絵本タイム

　 ▽ �とき　５月 15日金・午前 11時～ 11時 30分
♥�音楽便利屋　山田さんの絵本ミュージカル
（15組限定）

　 ▽ �とき　５月 27日水・午前 11時～ 11時 30分
　※５月 13日水から予約開始
♥育児相談
　�【たんぽぽ相談】保健師・管理栄養士による相談

　 ▽ �とき　５月 18 日月・午前 10 時～正午

　 ▽ �持ってくるもの　母子健康手帳

　※�町外の人も相談できます（予約不要）。

健
康

・
子
育
て
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次
期
指
定
管
理
者
の

公
募
を
行
っ
て
い
ま
す

●�

芦
屋
海
浜
公
園
と
芦
屋
海
浜
公
園
レ

ジ
ャ
ー
プ
ー
ル

　
芦
屋
海
浜
公
園
と

芦
屋
海
浜
公
園
レ
ジ

ャ
ー
プ
ー
ル
は
指
定

管
理
者
に
よ
る
運
営

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

現
事
業
者
の
管
理
期

間
が
令
和
８
年
度
で

満
了
と
な
る
た
め
、

次
期
指
定
管
理
者
を

公
募
し
て
い
ま
す
。

▽�

次
期
指
定
管
理
の
期
間　
令
和
９
年

４
月
１
日
～
14
年
３
月
31
日

▽�

公
募
期
間　
６
月
５
日
金
ま
で
に「
公

募
参
加
表
明
書
」
を
提
出

※�

詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
各

種
様
式
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
企
画
係
（
☎
２
２
３

‐
３
５
７
０
）

資
源
物
回
収
活
動
団
体
を
募
集

　
芦
屋
町
で
は
、
資
源
物
の
集
団
回
収
を

継
続
的
に
行
っ
て
い
て
、
営
利
を
目
的
と

し
な
い
団
体
に
奨
励
金
を
交
付
し
て
い
ま

す
。
町
内
で
資
源
物
の
集
団
回
収
を
行
っ

て
い
る
団
体
は
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

奨
励
金
の
交
付
に
は
団
体
登
録
が
必

要
で
す
。

▽�

対
象
品
目　
新
聞
紙
、
雑
誌
（
雑
紙

含
む
）、ダ
ン
ボ
ー
ル
な
ど
の
紙
類（
牛

乳
パ
ッ
ク
な
ど
も
可
）、
布
類
、
古
鉄
、

ア
ル
ミ
製
品
な
ど
の
鉄
類
、
あ
き
缶
、

ビ
ン
、
家
庭
用
食
用
油

※�

キ
ロ
グ
ラ
ム
、
リ
ッ
ト
ル
で
表
示
で
き

る
も
の
に
限
り
ま
す
（
ビ
ン
は
本
数
）。

▽�
団
体
登
録
受
付
期
限　
５
月
29
日
金

※�
登
録
書
類
は
環
境
住
宅
課
窓
口
に
あ

り
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
環
境
・
公
園
係
（
☎

２
２
３
‐
３
５
３
８
）

町
内
の
緑
化
活
動
団
体
を
募
集

　

芦
屋
町
緑
化
推
進
協
議
会
で
は
、
緑

の
募
金
を
原
資
と
し
、
芦
屋
町
で
緑
豊

か
な
環
境
づ
く
り
を
行
う
活
動
へ
の
助

成
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▽�

対
象
事
業　
自
治
区
や
学
校
、
公
園

な
ど
公
共
ス
ペ
ー
ス
の
緑
化
事
業（
植

樹
な
ど
）

▽�

実
施
主
体　
自
治
区
や
学
校
、
緑
化

活
動
団
体
な
ど

▽�

申
込
期
限　
５
月
29
日
金

※�

申
込
書
は
環
境
住
宅
課
窓
口
に
あ
り

ま
す
。

▽�

申
し
込
み　
環
境
・
公
園
係
（
☎
２

２
３
‐
３
５
３
８
）
へ

コ
グ
ニ
サ
イ
ズ
で
脳
を
活
発
に

脳
力
ア
ッ
プ
体
操
教
室
参
加
者
募
集

　

認
知
症
は
誰
も
が
な
り
得
る
身
近
な

病
気
で
、
症
状
が
出
る
前
か
ら
予
防
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

こ
の
教
室
で
は
、
頭
と
体
を
同
時
に

使
っ
た
運
動
（
コ
グ
ニ
サ
イ
ズ
）
で
脳

の
活
動
を
活
発
に
し
、
自
宅
で
も
継
続

で
き
る
方
法
を
学
び
ま
す
。

▽�

と
き　

６
月
４
日
・
11
日
・
18
日
、

25
日
（
全
４
回 

全
て
木
曜
日
）・
午

前
10
時
（
受
け
付
け
は
午
前
９
時
30

分
か
ら
）
～
11
時
30
分

▽
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
２
階

▽
対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
人

▽
定
員　
15
人

▽
参
加
費　
無
料

▽�

申
し
込
み　

５
月
28
日
木
ま
で
に
、

高
齢
者
支
援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５

３
６
）
へ

人
権
生
活
相
談

　
人
権
に
関
す
る
こ
と
や
生
活
、
就
職
、

進
学
な
ど
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

【
定
例
相
談
】

◎�

５
月
７
日
木
＝
土ど

い肥 
孝た
か
あ
き明
相
談
員

◎�

５
月
21
日
木
＝
橋は
し
も
と本 
求も
と
む
相
談
員

※�

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
後
２
時
～
４
時

▽�

と
こ
ろ　
芦
屋
東
公
民
館

【
定
例
日
以
外
】
直
接
、
相
談
員
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

◎�

土
肥
相
談
員
（
浜
口
町
４
番
12
号
☎

２
２
２
‐
０
０
４
４
）

◎�

橋
本
相
談
員（
幸
町
８
番
18
号
☎
２
２

３
‐
３
２
０
３
）

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

（
入
門
課
程
）

　

遠
賀
郡
４
町
と
中
間
市
の
合
同
で
手

話
奉
仕
員
養
成
講
座
を
行
い
ま
す
。

　

聴
覚
障
が
い
や
聴
覚
障
が
い
者
の
生

活
へ
の
理
解
を
深
め
、
日
常
生
活
で
必

要
な
手
話
の
表
現
技
術
を
習
得
し
ま
す
。

▽�

と
き　
６
月
24
日
～
12
月
２
日
の
毎

週
水
曜
日
（
祝
日
を
除
く
全
23
回
）・

午
後
７
時
～
９
時

▽�

と
こ
ろ　
遠
賀
町
中
央
公
民
館
２
階

（
遠
賀
町
大
字
今
古
賀
）

▽�

対
象　
遠
賀
郡
・
中
間
市
内
に
住
ん

で
い
る
、
ま
た
は
勤
め
て
い
る
人

▽�

内
容　
手
話
奉
仕
員
養
成
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
入
門
過
程

▽
定
員　
20
人
程
度

▽�

費
用　
テ
キ
ス
ト
代
３
３
０
０
円

▽�

申
し
込
み　
５
月
29
日
金
ま
で
に
、障

が
い
者
・
生
活
支
援
係
（
☎
２
２
３
‐

３
５
３
０
）
へ

町ホームページ

募
集
・
相
談

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp

お
知
ら
せ
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あなたの権利を守る
成年後見制度と無料相談

◦成年後見制度とは
　�　認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断

能力が不十分な人の権利や財産を守る制度です。
　こんなときに成年後見制度の利用を考えましょう
　�⃝�認知症の母親が訪問販売で必要のない商品を

買ってしまう。⇒後見人などが不当な契約を
取り消すことができます。

　⃝�親が亡くなり、知的障がいの姉がひとり暮ら
しになってしまった。今後生活を続けていけ
るかどうか不安。⇒後見人などが預貯金の管
理や福祉サービスの契約などを行い、姉の地
域での生活を支えることができます。

　成年後見制度には
　「任意後見」と「法定後見」があります
　�⃝�「任意後見」は、本人に判断能力があるうち

に財産管理や契約などを支援する任意後見人
を選んで契約で決めておく制度です。

　⃝�「法定後見」は、本人の判断能力が不十分に
なった後に家庭裁判所によって成年後見人な
どが選任される制度です。判断能力によって、

「後見」「保佐」「補助」の３類型があります。
　�　�成年後見人等ができることは大きく分けて
　２つあります
　○財産管理
　・印鑑や預金通帳の管理
　・年金の受け取りや税金の納付
　・不動産の管理や処分
　・遺産相続の手続き　など
　○身上保護
　・介護施設の入所手続きや支払い
　・医療・福祉サービスの手続き
　・家賃の支払いや契約更新　など
　※�ただし、以下の行為は後見人の仕事にあたり

ません。
　・手術や治療などの医療行為の同意
　・身の回りの世話や介護・看護
　・賃貸借契約の保証人や身元引受人　など

◦成年後見制度に関する無料電話相談
　�　遠賀郡３町（芦屋町・岡垣町・遠賀町）は「北

九州市成年後見支援センター」と連携し、成年
後見制度に関する相談体制を整えています。

　 ▽受付時間　午前９時～午後５時
　※土日祝・年末年始は休み
　 ▽対象　 町内に住んでいる人とその家族や関係者
　 ▽利用方法　電話または面談
　 ▽ �問い合わせ　北九州市成年後見支援センター

（戸畑区汐井町ウェルとばた３階）（☎８８２‐
９１２３）

◦成年後見制度無料出張相談
　�　芦屋町・岡垣町・遠賀町に住んでいる人は、

すべての会場で相談できます。
　�　無料出張相談では、北九州市成年後見支援セン
ターの職員（社会福祉士など）が相談に応じます。
�

�　令和８年度の相談日程
と　き ところ
５月 27日水
11月 25日水

遠賀町中央公民館　
（遠賀町今古賀）

申込先：遠賀町地域包括支援センター
　　　　☎２９３‐１２９３

７月 22日水
令和９年1月27日水

芦屋町役場　　　　
（芦屋町幸町）

申込先：芦屋町地域包括支援センター
　　　　☎２２３‐３５８１

９月 16日水
令和９年３月24日水

岡垣町役場
（岡垣町野間）

申込先：岡垣町地域包括支援センター
　　　　☎２８２‐１２１１

　 ▽ �開催時間　各開催日①午後１時 30 分～ 2 時
30 分②午後 2 時 30 分～ 3 時 30 分③午後 3
時 30 分～ 4 時 30 分

�　 ▽ �対象　町内に住んでいる人とその家族や関係者
　 ▽定員　各回３人（先着順）
　※�遠賀町での出張相談は、５月１日金から遠賀

町地域包括支援センターで受け付けます。
　※�そのほかの受付開始日は、開催日前に広報あ

しやでお知らせします。
　 ▽ �問い合わせ　芦屋町地域包括支援センター（福

祉課内）（☎２２３‐３５８１）

広報あしや　2026.5 ㉔



戸
籍
に
記
載
さ
れ
る「
フ
リ
ガ
ナ
」

の
確
認
は
済
み
ま
し
た
か

　

５
月
26
日
以
降
、
戸
籍
に
氏
名
の
振

り
仮
名
が
記
載
さ
れ
ま
す
。
記
載
さ
れ

る
振
り
仮
名
は
、
令
和
７
年
度
に
本
籍

地
の
市
区
町
村
か
ら
通
知
さ
れ
た
内
容

の
と
お
り
と
な
り
ま
す
が
、
通
知
さ
れ

た
振
り
仮
名
に
誤
り
が
あ
る
場
合
は
、

５
月
25
日
月
ま
で
に
届
出
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
（
芦
屋
町
に
本
籍
が
あ
る

人
へ
の
振
り
仮
名
の
通
知
は
、
は
が
き

で
令
和
７
年
７
月
に
郵
送
し
て
い
ま

す
）。
届
出
は
本
籍
地
や
住
ん
で
い
る
市

区
町
村
の
窓
口
で
す
る
こ
と
が
で
き
る

ほ
か
、
郵
送
や
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ

ン
ラ
イ
ン
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

戸
籍
の
振
り
仮
名
制
度

の
詳
細
は
、
法
務
省
ホ

ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
福
岡
法
務
局
北
九
州

支
局
（
☎
５
６
１
‐
３
５
５
３
）
ま
た

は
、
住
民
係
（
☎
２
２
３‐３
５
３
１
）

い
き
い
き
芦
屋
っ
子
育
成
補
助
事

業
・
国
内
外
研
修
派
遣
補
助
事
業

　

町
の
未
来
を
担
う
こ
ど
も
た
ち
や
、

ま
ち
づ
く
り
・
地
域
活
動
に
意
欲
的
な

人
が
、
国
や
県
な
ど
が
主
催
す
る
事
業

へ
参
加
す
る
こ
と
を
応
援
す
る
た
め
に
、

参
加
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

■
い
き
い
き
芦
屋
っ
子
育
成
補
助
事
業

▽�

対
象  

町
内
に
住
ん
で
い
る
小
中
学
生�

▽�

対
象
事
業　
国
や
県
ま
た
は
公
共
的

団
体
な
ど
が
主
催
す
る
も
の
で
、
団

体
生
活
を
体
験
し
な
が
ら
、
そ
の
意

義
と
重
要
性
を
学
び
、
文
化
や
伝
統
、

交
流
活
動
な
ど
を
研
修
す
る
こ
と
で
、

地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
人
材
を
養

成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業

※�

芦
屋
町
や
芦
屋
町
教
育
委
員
会
主
催

の
事
業
は
除
き
ま
す
。

▽�
交
付
額　
主
催
者
が
定
め
る
負
担
額

（
参
加
費
）
の
４
割
以
内

■
国
内
外
研
修
派
遣
補
助
事
業

▽�

対
象  

町
内
に
住
ん
で
い
る
16
歳
以
上
の
人�

▽
対
象
事
業 　

①�

国
や
県
ま
た
は
公
共
的
団
体
な
ど
が

主
催
す
る
国
内
外
研
修
派
遣
事
業

②�

芦
屋
町
教
育
委
員
会
が
認
め
た
研
修
事
業

※�

芦
屋
町
や
芦
屋
町
教
育
委
員
会
主
催

の
事
業
は
除
き
ま
す
。

▽�

交
付
額　
主
催
者
が
定
め
る
負
担
額

（
参
加
費
）
の
４
割
以
内
で
、
上
限
10

万
円
ま
で

【
共
通
事
項
】

※�

一
度
補
助
を
受
け
る

と
、
３
年
間
は
補
助

を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

▽�

申
し
込
み　
研
修
開
始
の
14
日
前
ま

で
に
、必
要
書
類
を
社
会
教
育
係
（
☎

２
２
３
‐
３
５
４
６
）
へ

※�

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

人
材
育
成
事
業
補
助
金
を

活
用
し
ま
せ
ん
か

　

人
材
育
成
補
助
金
は
、

ま
ち
づ
く
り
の
礎
と
な

る
人
材
育
成
を
図
る
た

め
、
地
域
の
活
性
化
や

課
題
解
決
を
目
的
に
、

自
主
的
・
主
体
的
に
行
わ
れ
る
公
益
的

な
事
業
を
支
援
す
る
制
度
で
す
。

　
「
周
り
の
役
に
立
つ
こ
ん
な
取
り
組
み

を
し
た
い
」、「
町
を
盛
り
上
げ
る
活
動

を
し
た
い
」
と
い
っ
た
思
い
で
活
動
を

行
う
皆
さ
ん
を
支
援
し
ま
す
。
こ
の
補

助
金
を
活
用
し
て
、
皆
さ
ん
の
思
い
を

実
現
し
ま
せ
ん
か
。

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
ま
た
は
勤

務
し
て
い
る
18
歳
以
上
の
人
や
団
体

▽�

対
象
事
業　

●�

地
域
の
活
性
化
や
課
題

解
決
を
目
的
に
、
自
主

的
・
主
体
的
に
行
わ
れ

る
公
益
的
な
事
業

●�

主
た
る
効
果
が
町
内
で
生
じ
る
事
業

▽�

補
助
額　

事
業
費
の
９
割
以
内
で
、

限
度
額
は
30
万
円

▽�

問
い
合
わ
せ　
企
画
係
（
☎
２
２
３

‐
３
５
７
０
）

広
告

町ホームページ

町ホームページ

法務省
ホームページ

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp

お
知
ら
せ

広報あしや　2026.5㉕



こ
ん
な
植
物
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
！

●�

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
の
駆
除
に

　
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
は
北
米
原
産
の

多
年
草
で
、
５
月
か
ら
７
月
頃
に
か
け

て
黄
色
の
コ
ス
モ
ス
に
似
た
花
を
咲
か

せ
ま
す
。
繁
殖
力
が
と
て
も
強
く
、
一

度
定
着
し
て
し
ま
う
と
在
来
の
野
草
の

生
息
場
所
を
奪
い
、
周
囲
の
生
態
系
を

一
変
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
外
来

生
物
法
に
基
づ
く
特
定
外
来
生
物
に
指

定
さ
れ
、
栽
培
や
野
外
に
放
つ
こ
と
な

ど
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
所
有
地
な

ど
に
繁
殖
し
て
い
る
場
合
は
、駆
除
（
除

草
）
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽�

駆
除
の
方
法　
根
か
ら
株
ご
と
引
き

抜
き
、
種
子
や
根
を
落
と
さ
な
い
よ

う
に
袋
に
入
れ
て
密
閉
し
、
枯
ら
し

た
後
に
燃
え
る
ご
み
で
出
し
て
く
だ

さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
環
境
・
公
園
係
（
☎

２
２
３
‐
３
５
３
８
）

●�

不
正
大
麻
・
け
し
撲
滅
運
動
～
き
れ

い
な
「
け
し
の
花
」
に
御
用
心
～

　

き
れ
い
な
「
け
し
」
の
花
を
見
か
け

る
季
節
に
な
り
ま
し
た
が
、「
け
し
」
に

は
植
え
て
良
い
も
の
と
、
悪
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。

お
知
ら
せ

㉖

年金を増やしませんか
◦付加年金
　国民年金定額保険料に付加保険料（月額４００円）を上乗せして納めると、将来受け取る老齢基礎
年金（原則65歳から受給可能）に付加年金が上乗せされます。付加年金の年額は、「２００円×付加
保険料納付月数」です。
※�付加保険料を 10年間納付した場合
◦�付加保険料　４００円× 10年（120 月）＝ 4万８０００円
◦�付加年金額　２００円× 10年（120 月）＝ 2万４０００円（上乗せされる年金の年額）
　付加年金を２年間受け取ると、納付した付加保険料総額と同額になります。つまり、元金
が返ってくる形になるので、老後により多く年金を受け取りたい人におすすめの制度です。

　ただし、次の人は付加年金に加入できません。①第２号被保険者（会社員・公務員）②第３号被保
険者（①に扶養されている配偶者）③国民年金基金に加入中の人 ④免除や猶予申請をしている人（免除・
猶予申請を取り下げれば加入できます） ⑤個人型確定拠出年金の掛金が６万８０００円に達している人
※�付加保険料の納付は、申し出をした月分からです。
◦任意加入
　60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間（10年）を満たしていない場合や、40年の納付済期
間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合で、厚生年金・共済組合に加入していないとき
は、60歳以降（申し出をした月以降）でも任意加入することができます。
　ただし、任意加入により納付期間が 40年間（480 月）に達した場合は、その時点で任意加入被
保険者の資格がなくなります。
　また、受給権取得のため任意加入する場合は、任意加入することで受給権を取得できるのかどう
か、年金事務所で確認してください（受給権取得のための任意加入期間最長 10年）。
◦�年金額を満額に近づけたい人は 65歳までの間
◦�受給資格を満たしていない人は70歳までの間（ただし、昭和 40年 4月 1日以前に生まれた人に
限られます）
※保険料の納付方法は、原則として口座振替です。

▽ �申し込み　本人確認書類と印かんと預金通帳を持って、保険年金係（☎２２３‐３５３２）へ

▽ �問い合わせ　任意加入の納付期間確認⇒八幡年金事務所（☎６３１‐７９６２）

みんなの ね・ん・き・ん

広報あしや　2026.5



　令和８年度の狂犬病予防集合注
射と犬の登録を行います。

▽ �予防注射
　狂犬病予防法により、生後 91 日
以上の飼い犬の狂犬病の予防注射
を右記の日程で行いますので、必ず
受けさせてください。
◦�費用 ３１５０円（注射手数料 

２６００円と注射済票交付手数
料５５０円）

◦��注射には、犬の取り扱いと問診
への回答が十分できる人が来て
ください。なお、犬を制御でき
ない場合は、注射することはで
きません。

※�動物病院で受ける人は、注射後、
注射済票交付の手続きを役場で
行ってください。

▽ �登録
　狂犬病予防法により、犬を取得
した日（生後 90 日以内の犬を取得
した場合は生後 90 日を経過した
日）から 30 日以内に犬の登録をし
なければなりません。
◦�費用　３０００円
※�飼い犬が死んだ場合などは、登

録抹消の手続きを役場で行って
ください。

※�芦屋町から転出した場合は、転出
先の自治体で手続きが必要です。

令和８年度狂犬病予防集合注射日程（令和７年度から変更あり）
とき ところ

５月 19 日火

午前 10 時 00 分 ～ 10 時 15 分 粟屋公民館

午前 10 時 30 分 ～ 10 時 40 分 浜口町公民館

午前 10 時 55 分 ～ 11 時 15 分 役場衛生倉庫前

５月 20 日水

午前 10 時 00 分 ～ 10 時 10 分 高浜町公民館

午前 10 時 25 分 ～ 10 時 45 分 町民会館前

午前 11 時 00 分 ～ 11 時 15 分 柏原公民館

午前 11 時 30 分 ～ 11 時 40 分 山鹿公民館

午後１時 20 分 ～ １時 30 分 大君公民館

午後１時 45 分 ～ ２時 00 分 花美坂公民館

午後２時 15 分 ～ ２時 25 分 東町公民館（祇園町）

５月 21 日木

午前 10 時 00 分 ～ 10 時 10 分 はまゆう公民館

午前 10 時 25 分 ～ 10 時 35 分 田屋公民館

午前 10 時 50 分 ～ 11 時 00 分 江川台公民館

午前 11 時 15 分 ～ 11 時 35 分 役場衛生倉庫前

※鑑礼・狂犬病予防注射済票は、必ず首輪につけましょう。
※愛犬のフンは、放置せずにその場で片付けてください。

▽ �問い合わせ　環境・公園係（☎２２３‐３５３８）

犬の狂犬病予防注射と登録を
　　　　　　　　忘れずに！

▽�
植
え
て
は
い
け
な
い
「
け
し
」
の
特
徴

〇
草
丈
が
大
き
く
１
ｍ
以
上
に
な
る

〇�
全
体
が
白
っ
ぽ
い
緑
色
を
し
て
お
り
、

毛
が
な
い

〇�

茎
を
抱
き
込
む
よ
う
に
葉
が
生
え
て

い
る

〇�

葉
が
大
き
く
長
楕
円
形
で
、
ま
わ
り

の
切
れ
込
み
が
浅
い

※�

主
に
花
び
ら
が
薄
紫
色
の
「
ア
ツ
ミ

ゲ
シ
」
が
自
生
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
「
け
し
」
を
見
か
け
た
人
は
、

宗
像
・
遠
賀
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

（
☎
〈
０
９
４
０
〉
３
６
‐
２
０
４
５
）

ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

町
の
花
壇
を
花
で
い
っ
ぱ
い
に

し
ま
せ
ん
か

　
町
内
の
公
共
花
壇
に
夏
の
花
（
マ
リ
ー

ゴ
ー
ル
ド
な
ど
）
を
植
え
ま
す
。
花
植
え

を
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
を
募
集
し
ま
す
。

▽�

と
き　
５
月
30
日
土
・
午
前
８
時
15

分
か
ら
１
時
間
程
度

※�

雨
天
の
場
合
は
、
５
月
31
日
日
に
延

期
し
ま
す
。

▽�

と
こ
ろ　
役
場
前
、
緑
ヶ
丘
交
差
点
、

浜
口
町
交
差
点

▽�

問
い
合
わ
せ　
５
月
27
日
水
ま
で
に

環
境
・
公
園
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５

３
８
）
へ

※�

道
具
な
ど
は
役
場
で
用
意
し
ま
す
。

※�

当
日
は
飲
み
物
と
花
苗
を
プ
レ
ゼ
ン

ト
し
ま
す
。

※�飼主の判断と当日の集合注射会場での事前問診で注射可能と判断した
場合でも、注射後に犬の体調が悪くなる場合があります。

※�体調が悪くなった場合、会場の獣医師が応急処置を行いますが、改善が
見られない場合はすぐにかかりつけの動物病院を受診してください。

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp広報あしや　2026.5㉗



ス
ポ
ー
ツ
大
会
出
場
に
伴
う

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

　
町
で
は
町
民
の
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
と
振

興
を
図
る
た
め
、
各
種
大
会
の
参
加
に
必

要
と
な
る
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▽
対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
人

▽�

対
象
と
な
る
大
会　
地
域
予
選
を
経
て

出
場
す
る
全
国
大
会
、
西
日
本
大
会
、
九

州
大
会
で
教
育
委
員
会
が
認
め
た
大
会

▽�

補
助
内
容　
大
会
出
場
に
必
要
と
な
る

交
通
費
と
宿
泊
費
の
一
部

※�

詳
し
く
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
社
会
教
育
係（
☎
２
２

３
‐
３
５
４
６
）

募
金
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

1� 

日
本
赤
十
字
募
金

　
日
本
赤
十
字
社
は
地
震
や
豪
雨
な
ど
発

生
直
後
か
ら
救
護
班
の
派
遣
や
救
援
物
資

の
配
布
な
ど
被
災
地
の
支
援
を
行
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
海
外

で
発
生
し
た
自
然
災
害
へ
の
国
際
救
助
活

動
、
深
刻
な
飢
餓
や
生
活
困こ
ん
き
ゅ
う
窮
に
苦
し
む

人
た
ち
の
支
援
に
も
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

　

福
岡
県
か
ら
も
各
地
の
災
害
に
対
し

救
護
班
を
派
遣
し
、
避
難
所
や
被
災
病

院
な
ど
で
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
活
動
は
す
べ
て
、
皆
さ
ん
か

ら
の
募
金
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
も
赤
十
字
活
動
を
支
え
る
た

め
、
役
場
へ
の
募
金
箱
の
設
置
や
、
自

治
区
な
ど
を
と
お
し
て
募
金
を
お
願
い

し
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
自
治
区
に
加

入
し
て
い
な
い
人
は
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

��

2 

更
生
保
護
募
金

　

法
務
大
臣
の
委い
し
ょ
く嘱
を
受
け
た
保
護
司

の
主
な
活
動
は
、
罪
を
犯
し
た
人
た
ち

の
改
善
・
更
生
を
助
け
、
再
犯
を
防
止

す
る
こ
と
や
、
犯
罪
・
非
行
の
予
防
な

ど
に
関
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
保
護
司
の

活
動
は
皆
さ
ん
か
ら
の
寄
付
金
や
保
護

司
が
納
め
る
会
費
な
ど
に
よ
っ
て
運
営

さ
れ
て
い
ま
す
。
保
護
司
の
活
動
を
支

え
る
た
め
、
今
年
度
も
自
治
区
な
ど
を

と
お
し
て
募
金
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

【
共
通
項
目
】

▽�

受
付
期
間　
５
月
１
日
金
～
６
月
30

日
火

▽
募
金
方
法　
①
自
治
区
の
区
長
や
組

長
が
各
家
庭
を
訪
問
し
て
呼
び
か
け

る
募
金
、
②
役
場
１
階
総
合
案
内
に

設
置
し
た
募
金
箱
へ
の
募
金

▽�

問
い
合
わ
せ　
障
が
い
者
・
生
活
支

援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
０
）

マイナンバーカードの
休日窓口を開設します

　平日役場開庁時に、マイナンバーカードの申請
や受け取りができない人のために、次の日程で休
日窓口を開設します。

▽ �とき　５月 24 日日・午前８時 30 分～正午
　※�急きょ中止になる場合は、
　　ホームページに掲載します。

▽ �ところ　住民課窓口

▽持ってくるもの　
　�【申請】　申請書（ない場合は役場で交付）、申

請書貼付写真（ない場合は、申請時に無料で撮
影）、通知カード、本人確認書類

　�【受け取り】　交付通知書、通知カード、本人
確認書類

※�本人確認書類は、公的機関が発行した免許証な
どの顔写真付きは１点、資格確認書などの顔写
真がないものは２点必要です。不明な場合は問
い合わせてください。

※手続きは本人のみできます。
※�証明書の発行や転入・転出の異動の受け付けな

どは行いません。

▽ �問い合わせ　住民係（☎２２３‐３５３１）

夜間飛行訓練を行います
　平日昼間の訓練に加えて、次の日程で日没～午
後９時ごろに夜間飛行訓練を行います。

と　き 予備日

ジェット機 ５月 18 日月・
19 日火・20 日水

21 日木・
25 日月～ 28 日木

救難ヘリコプター
救難捜索機 毎週月・火曜日水・木・金曜日

▽ �問い合わせ　航空自衛隊芦屋基地渉外室
　（☎２２３‐０９８１内線２５４） 日本赤十字募金方法

ホームページ

広
告

町ホームページ

町ホームページ

お
知
ら
せ
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●地上防除

▽ とき　５月 20 日水・午前４時 30 分ごろ〜午後２
時 30分ごろ

▽防除区域　
①夏井ヶ浜はまゆう公園　 ②洞山・堂山

③白浜保安林・芦屋海浜公園・浄化センター周辺・
　芦屋小学校内

④鶴松墓地・鶴松保安林・浜口県営住宅周辺・芦屋東
小学校内・高浜町営住宅・緑ヶ丘町営住宅・芦屋東公
民館周辺・子育て支援センター周辺（図の太枠内参照）

▽問い合わせ　農林水産係（☎２２３‐３５４４）

 芦屋町の松を守るため
松くい虫防除を行います

大型連休前と連休中の
契約には細心の注意が

必要！
〈事例〉
　訪問してきたリフォーム業者と４
００万円の屋根工事と床下工事を契
約した。しかし、資金が不足してい
るため契約をやめたいと思い直し、
事業者に連絡をしたものの連休のた
め休業中である、と
のアナウンスが流れ
るのみだ。連休が明
け、事業者が工事を
始め、やめるように
伝えても事業者は聞
き入れない。
� （８０歳代　女性）

●�訪問販売はクーリング・オフが出
来ます。契約をやめる理由（今回
の事例の場合は、資金が不足して
いる、という理由です）は必要あ
りません。
●�連休前、連休中（特に前半）の契
約は要注意です。どこにも相談で
きないまま 8日間のクーリング・
オフ期間が過ぎてしまい契約解除
ができない可能性があります。
※�ゴールデンウイーク、シルバーウ
イーク、年末年始などの連休前、
連休中（特に前半）の契約はしない、
と決めてしまうことも大切です。

▽ �問い合わせ　芦屋町消費生活相談
窓口（☎２２３‐３５４３）

※環境住宅課内

消費者
ホットニュース

③

④

① ②

●航空防除

▽とき　５月中旬予定・午前５時〜８時 30分ごろ

▽防除区域　航空自衛隊芦屋基地内

▽問い合わせ　航空自衛隊芦屋基地教務課
　（☎２２３‐０９８１内線 529）
●注意点（地上防除・航空防除共通）
◎防除当日は、松の木の周辺や空き地に車などを駐
車しないでください。
◎安全性の高い薬剤を使用していますが、飲食物や
洗濯物、鳥かごなどに薬剤がかからないよう、家
の中に入れ、窓は締め切ってください。
◎雨天などの場合は、翌日以降に延期します。

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp広報あしや　2026.5㉙



高
齢
者
の
た
め
の
助
成
事
業

●�

高
齢
者
Ｇ
Ｐ
Ｓ
端
末
機
等
導
入
費
用

助
成
事
業
（
新
規
）

　
認
知
症
な
ど
で
行
方
不
明
に
な
っ
た
場

合
の
、
早
期
発
見
・
安
全
確
保
を
目
的
と

し
て
、Ｇ
Ｐ
Ｓ
や
ス
マ
ー
ト
タ
グ
の
購
入・

レ
ン
タ
ル
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▽�

対
象
者　
行
方
不
明
に
な
る
お
そ
れ

の
あ
る
高
齢
者
な
ど
で
、
以
下
を
満

た
す
人

①�

65
歳
以
上
の
人
ま
た
は
40
～
64
歳
で

初
老
期
認
知
症
に
よ
り
介
護
認
定
を

持
つ
人

②�

在
宅
生
活
を
送
る
人

※�

施
設
入
所
者
、
入
院
し
て
い
る
人
を

除
く　
な
ど

▽�

申
請
者　
対
象
者
を
介
護
し
て
い
る

家
族
な
ど

▽�

対
象
経
費　
Ｇ
Ｐ
Ｓ
や
ス
マ
ー
ト
タ

グ
の
購
入
・
レ
ン
タ
ル
に
要
す
る
初

期
費
用
の
一
部

※�

申
請
に
は
契
約
書
、
領
収
書
の
写
し

な
ど
が
必
要
で
す
。

▽�

助
成
額　

上
限
１
万
円
（
対
象
者
１

人
に
つ
き
１
回
限
り
）

●�

高
齢
者
住
み
替
え
費
用
助
成
事
業

　
（
新
規
）

　

家
に
風
呂
が
な
い
住
宅
ま
た
は
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
の
な
い
住
宅
で
２
階
以
上
の

階
層
に
住
ん
で
い
る
高
齢
者
な
ど
に
対

し
て
、
町
内
で
の
引
っ
越
し
費
用
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

▽�

対
象
世
帯　

①�

１
年
以
上
町
内
に
住
所
が
あ
り
、
居

住
し
て
い
る
世
帯

②�

60
歳
以
上
の
高
齢
者
ひ
と
り
暮
ら
し

世
帯
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
、
高
齢

者
と
障
が
い
者
の
み
の
世
帯

③�

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

④�

引
越
し
前
と
引
越
し
後
の
世
帯
の
構

成
員
が
同
一　
な
ど

▽�
対
象
経
費　

①�
新
た
な
住
宅
の
賃
貸
借
契
約
に
基
づ

き
支
払
っ
た
費
用

②
引
越
事
業
者
に
支
払
っ
た
費
用

▽�

助
成
額　
対
象
経
費
の
２
分
の
１
か

20
万
円
の
低
い
方
の
額

▽
期
限　
令
和
11
年
３
月
31
日

※�

引
っ
越
し
後
の
申
請
は
助
成
の
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。
必
ず
引
っ
越
し
前

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●�

高
齢
者
世
帯
等
熱
中
症
対
策
エ
ア
コ

ン
購
入
費
助
成
事
業
（
既
存
）

　

熱
中
症
な
ど
の
健
康
被
害
を
防
止
す

る
た
め
、
自
宅
に
家
庭
用
エ
ア
コ
ン
が

な
い
ま
た
は
故
障
に
よ
り
使
用
で
き
る

エ
ア
コ
ン
が
な
い
住
宅
に
住
む
高
齢
者

世
帯
（
非
課
税
世
帯
）
に
対
し
、
エ
ア

コ
ン
の
購
入
や
設
置
に
要
す
る
経
費
に

助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

▽�

対
象
世
帯　

�

①�

１
年
以
上
町
内
に
住
所
が
あ
り
、
居

住
し
て
い
る
世
帯

②�

65
歳
以
上
の
高
齢
者
ひ
と
り
暮
ら
し

世
帯
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
、
高
齢

者
と
障
が
い
者
の
み
の
世
帯

③�

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

④�

世
帯
分
離
な
ど
に
よ
り
他
世
帯
と
同

一
の
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
世
帯
で

な
い　
な
ど

▽�

対
象
経
費　
壁
ま
た
は
窓
に
固
定
し

て
設
置
す
る
エ
ア
コ
ン
本
体
の
購
入

や
設
置
に
要
す
る
経
費

▽
助
成
額　
上
限
７
万
円

▽�

申
請
期
限　
令
和
９
年
３
月
31
日
水

※�

期
限
内
に
、
エ
ア
コ
ン
の
購
入
・
設

置
を
済
ま
せ
、
助
成
金
の
請
求
ま
で

完
了
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

購
入
後
の
申
請
は
助
成
の
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。
必
ず
エ
ア
コ
ン
購
入
前

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

共
通
問
い
合
わ
せ　
高
齢
者
支
援
係

（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
６
）

令
和
８
年
経
済
セ
ン
サ
ス
‐

活
動
調
査
を
行
い
ま
す

　

６
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
「
令
和

８
年
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査
」
が

行
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
す
べ
て
の
産
業
分
野

の
売
上
（
収
入
）
金
額
や
費
用
な
ど
の

経
理
項
目
を
同
一
時
点
で
網
羅
的
に
把

握
し
、
日
本
に
お
け
る
事
業
所
・
企
業

の
経
済
活
動
を
全
国
や
地
域
別
に
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、

全
国
全
て
の
事
業
所
・
企
業
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
回
答
へ
の
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
商
工
観
光
係
（
☎
２

２
３
‐
３
５
４
２
）

一
般
（
指
名
）
競
争
入
札
等
参
加

資
格
審
査
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　

令
和
８
年
度
、
９
年
度
に
町
が
発
注

す
る
、建
設
工
事
、下
水
道
管
更
生
工
事
、

測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
の
一

般
（
指
名
）
競
争
入
札
等
参
加
資
格
審

査
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

▽�

と
き　
５
月
７
日
木
～
６
月
５
日
金

▽�

申
請
方
法　
原
則
と
し
て
、
競
争
参

加
資
格
申
請
受
付
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
請

※�

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
申
請
の
環
境
が
整

っ
て
い
な
い
事
業
者
に
限
り
、
書
面

も
可

▽�

資
格
の
有
効
期
限　
８
月
１
日
～
令

和
10
年
７
月
31
日
の
２
年
間

▽�

問
い
合
わ
せ　
契
約
管
財
係
（
☎
２

２
３
‐
３
５
７
６
）

第
67
回
遠
賀
郡
民
体
育
大
会

　

芦
屋
町
を
代
表
し
て
、
郡
民
体
育
大

お
知
ら
せ

広報あしや　2026.5 ㉚



会
に
出
場
し
ま
せ
ん
か
。

▽�
と
き　

７
月
19
日
日
・

午
前
８
時
30
分
か
ら
総

合
開
会
式

▽�

と
こ
ろ　
水
巻
町
中
央
公
民
館
（
水

巻
町
頃
末
北
）

※�

開
会
式
終
了
後
に
郡
内
の
各
会
場
で

競
技
が
行
わ
れ
ま
す
。

▽�

申
込
期
限　
６
月
19
日
金

【
水
泳
大
会
】

▽�

と
き　
７
月
５
日
日
・
午
前
９
時
か

ら
開
会
式

▽�

と
こ
ろ　
水
巻
町
総
合
運
動
公
園
プ

ー
ル

▽�

対
象　
少
年
の
部
（
小
学
生
～
高
校

生
）・
一
般
の
部
（
18
歳
以
上
）

▽�

種
目　
自
由
形
・
平
泳
ぎ
・
バ
タ
フ

ラ
イ
・
背
泳
ぎ
（
各
50
ｍ
）・
リ
レ
ー

（
各
町
対
抗
）

※�

本
大
会
は
県
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
選

手
選
出
の
予
選
会
で
す
。

▽�

申
込
期
限　
６
月
５
日
金

▽�

参
加
資
格　
５
月
１
日
以
前
か
ら
郡

内
に
住
民
登
録
が
あ
る
ア
マ
チ
ュ
ア

競
技
者

▽�

申
し
込
み　
芦
屋
町
体
育
協
会
（
☎

２
２
２
‐
０
１
８
８
）
へ

※�

申
し
込
み
用
紙
は
体
育
協
会
に
あ
り

ま
す
。

町
内
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

▽�

と
き　
５
月
24
日

日
・
午
前
９
時
15

分
開
会
（
受
け
付

け
は
、
８
時
30
分

か
ら
）

※�

荒
天
の
場
合
は
、
５
月
31
日
日
に
延

期
し
ま
す
。

▽�

と
こ
ろ　
総
合
運
動
公
園
中
央
グ
ラ

ウ
ン
ド

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
中
学
生

以
上
の
人

▽
参
加
費　
無
料

▽�

申
し
込
み　
各
自
治
区
で
取
り
ま
と

め
の
う
え
、
５
月
12
日
火
ま
で
に
、

芦
屋
町
体
育
協
会
（
☎
２
２
２
‐
０

１
８
８
）
へ

ふれあいコンサートinおかがき
▽ ��とき　７月 10 日金・午後６時 30 分（開場は５時 30 分

から）～８時 30分ごろ

▽ ���ところ　岡垣サンリーアイハミングホー
ル（岡垣町野間）

▽ ��内容　航空自衛隊西部航空音楽隊による
演奏

▽ ��対象　小学生以上（未就学児は入場できません）

▽ ��料金　無料

▽ ���応募方法　往復はがきによる申し込み（はがき１枚につ
き、２人まで入場できます。応募者多数の場合は抽せん）

▽ ����応募要項　下記のように往復はがきに記入してください。

▽ ����応募期限　６月５日金（必着）

▽ ��抽せん結果　６月下旬に抽せん結果を印字した返信用は
がきを送付します。

▽ ��そのほか　応募に関する個人情報は、本コン
サート関連の業務にのみ使用し、目的以外で
使用することはありません。

▽ ���問い合わせ　航空自衛隊芦屋基地渉外室ふれ
あいコンサート係（☎２２３‐０９８１内線
３４４）

【返信面を開いた状態】
①人数（１枚で２人まで） 
②代表者（１人目の人）
 ・氏名（ふりがな）
 ・年齢
 ・郵便番号
 ・住所
 ・連絡先（携帯電話）
③同行者（２人目の人）
 ・氏名（ふりがな）
 ・年齢 
④�車いす席の希望

代表者の
郵便番号

代
表
者
の
住
所

代
表
者
の
氏
名

返信

【往信面を開いた状態】

ここには何も書かない
でください。

抽せん結果を印字して
返信します。

807-0133
福
岡
県
遠
賀
郡
芦
屋
町

大
字
芦
屋
１
４
５
５
の
１

航
空
自
衛
隊
芦
屋
基
地
渉
外
室

ふ
れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト
係

往信

航空自衛隊
芦屋基地ホ
ームページ

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp広報あしや　2026.5㉛



ギ
ャ
ラ
リ
ー
あ
し
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

張
り
子
の
お
面
を
つ
く
ろ
う

　

こ
ど
も
向
け
の
工
作
講
座
で
す
。
自

分
だ
け
の
空
想
の
生
き
物
の
お
面
を
作

り
ま
し
ょ
う
。
全
３
回
を
と
お
し
て
粘

土
で
の
造
形
、
張
り
子
づ
く
り
、
色
付

け
を
行
い
ま
す
。

▽�

と
き　

５
月
10
日
日
、
23
日
土
、
30

日
土
・
午
後
１
時
～
４
時

▽
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
３
階

▽�

対
象　
小
学
生
～
中
学
生
（
小
学
3

年
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
）

※
全
3
回
参
加
で
き
る
人
が
対
象
で
す
。

▽
定
員　
10
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽�

参
加
費　

１
０
０
０
円
（
全
３
回
の

材
料
代
）

▽�

申
し
込
み　
４
月
29
日
水
～
５
月
７

日
木
・
午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
電

話
（
☎
２
２
２
‐
１
６
８
１
）
ま
た

は
中
央
公
民
館
窓
口
へ

※�

一
度
の
申
し
込
み
で
、
参
加
者
最
大

２
人
ま
で
受
け
付
け
で
き
ま
す
。

八は
っ
さ
く朔
の
わ
ら
馬
づ
く
り
講
習
会

　

国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
八

朔
行
事
は
、
こ
ど
も
の
健
や
か
な
成
長

を
願
っ
て
行
わ
れ
る
芦
屋
町
の
伝
統
行

事
で
す
。
一
緒
に
八
朔
の
わ
ら
馬
を
作

り
ま
せ
ん
か
。

▽�

と
き　
５
月
24
日
日
・
午
後
１
時
～

３
時
30
分

▽�

と
こ
ろ　
芦
屋
町
歴
史
民
俗
資
料
館

多
目
的
室

▽�

講
師　
筑
前
芦
屋
だ
ご
び
ー
な
と
わ

ら
馬
の
会

▽�

定
員　
10
人
（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

※�

小
学
２
年
生
以
下
の
参
加
に
は
、
保

護
者
の
同
伴
が
必
要
で
す
。

▽�

参
加
費　
18
歳
以
上
３
０
０
円
（
入

館
料
＋
資
料
代
）、
小
・
中
・
高
校
生

２
０
０
円
（
入
館
料
＋
資
料
代
）、
未

就
学
児
１
０
０
円
（
資
料
代
）

▽�
申
し
込
み　
５
月
10
日
日
～
17
日
日
・

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時
に
芦
屋
歴

史
の
里
（
☎
２
２
２
‐
２
５
５
５
）
へ

※
月
曜
日
は
休
館
で
す
。

み
ん
な
で
楽
し
く
！

ボ
ッ
チ
ャ
体
験
教
室

　
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
正
式
種
目
の「
ボ
ッ

チ
ャ
」を
体
験
し
ま
せ
ん
か
。
み
ん
な
と

仲
良
く
楽
し
く
で
き
る
競
技
で
す
。

▽�

と
き　

①�

５
月
23
日
土
・
午
後
１
時
30
分
～
３
時

30
分

②�

６
月
13
日
土
・
午
後
１
時
30
分
～
３
時

30
分

③
6
月
20
日
土
・
午
前
10
時
～
正
午

▽�

と
こ
ろ　
①
山
鹿
小
学
校
体
育
館
、②

芦
屋
小
学
校
体
育
館
、③
芦
屋
東
小
学

お
知
ら
せ

　軽自動車税は、４月１日現在、バイクや軽四輪
を所有している人に課税されます。納税通知書を
所有者に送付しますので、６月１日月までに納付
してください。口座振替の場合は、５月 25日月に
引き落とされます。
○軽自動車税の減免
　障がい者本人や生計を一緒にする人が、軽自動
車を障がい者の通院などに使用する場合は、軽自
動車税が減免されます。
※一度申請した車両でも、毎年、申請が必要です。
※�障がいの程度によって減免できない場合がありま
す。
※�減免を受けることができる台数は１台です（普
通自動車との併用で減免はできません）。

▽申請期限　６月１日月

▽必要書類
①軽自動車税減免申請書（税務課窓口にあります）
②軽自動車税納税通知書　

③�身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療
育手帳・戦傷病者手帳
④減免申請車両を運転する人の運転免許証
⑤�納税義務者の個人番号（マイナンバー）または
法人番号が分かるもの
⑥申請者の本人確認書類

※マイナンバーカードを提示すれば、マイナンバ
ーの確認と本人確認がカード１枚でできます。
※代理人が申請する場合は、委任者のマイナンバ
ーの確認と代理人の本人確認と、委任状が必要
です。

▽問い合わせ　課税係（☎２２３‐３５３４）

マイナンバー
の確認書類

マイナンバーカード
または通知カード

申請者の本人
確認書類

運転免許証などの顔写真付き公的
身分証明書 1点
※�顔写真なしの書類の場合は２点
　�（健康保険資格確認書、年金手帳
など）

軽自動車税の納税通知書を発送します

広報あしや　2026.5 ㉜



校
体
育
館

▽�
対
象　
町
内
在
住
・
在
職
・
在
学
者

（
複
数
人
で
の
参
加
可
）

▽
参
加
費　
無
料

▽
指
導
者　
芦
屋
町
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　
上
履
き
、水
分
補
給

の
飲
み
物
、
タ
オ
ル
、
動
き
や
す
い
服
装

▽�

申
し
込
み　
4
月
27
日
月
～
開
催
日

の
４
日
前
に
、社
会
教
育
係
ま
た
は
総

合
体
育
館
、
町
民
会
館
、
中
央
・
芦
屋

東
・
山
鹿
の
各
公
民
館
に
申
込
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

申
込
書
は
生
涯
学
習
課
窓
口
ま
た
は

総
合
体
育
館
、町
民
会
館
、中
央・芦
屋

東
・
山
鹿
の
各
公
民
館
に
あ
り
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
社
会
教
育
係（
☎
２
２

３
‐
３
５
４
６
）

芦
屋
東
公
民
館
講
座

小
筆
教
室

　

小
筆
や
筆
ペ
ン
を
使
っ
て
、
手
紙
や

祝
儀
袋
な
ど
の
表
書
き
を
学
び
ま
す
。

▽�

と
き　
５
月
31
日
日
・
午
後
１
時
～

３
時

▽�

と
こ
ろ　
芦
屋
東
公
民
館

▽�

講
師　
徳
山 

忍
さ
ん

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
か
、
勤

務
し
て
い
る
人

▽�

定
員　
15
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽�

参
加
費　
無
料

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　
小
筆
ま
た
は
筆

ペ
ン（
硯す
ず
りは
、公
民
館
で
準
備
し
ま
す
）

▽�

申
し
込
み　
５
月
12
日
火
～
27
日
水
・

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
に
電
話

（
☎
２
２
２
‐
１
９
８
１
）
ま
た
は
芦

屋
東
公
民
館
窓
口
へ

※�

月
曜
日
は
休
館
で
す
。

中
央
公
民
館
講
座

日
本
の
伝
統 「
能
」の
お
は
な
し

　
「
能
」
は
、
６
５
０
年
以
上
に
わ
た
り

現
代
に
伝
わ
る
日
本
の
伝
統
文
化
で
す
。

「
能
」
に
は
私
た
ち
の
生
活
の
糧
に
な
る

こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
歴
史
や
内
容
の

話
、
基
本
的
な
動
き
や
能
面
付
け
の
体
験

な
ど
、「
能
」
に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

▽�
と
き　
５
月
24
日
日
・
午
前
10
時
～
午

後
0
時
30
分

▽
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
２
階

▽�

講
師　
杉
岡 
敏
英
さ
ん
、
福
田 

清
道

さ
ん
（
宝
生
流
シ
テ
方
師
範
）

　
松
尾 

孝
也
さ
ん
（
能
面
制
作
者
）

▽�

定
員　
60
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽�

申
し
込
み　
４
月
26
日
日
か
ら
午
前
９

時
～
午
後
５
時
に
電
話
（
☎
２
２
２‐１

６
８
１
）
ま
た
は
中
央
公
民
館
窓
口
へ

※�

月
曜
日
は
休
館
で
す
。た
だ
し
５
月
４

日
月
は
受
け
付
け
を
し
ま
す
。

【
関
連
イ
ベ
ン
ト
】

　
能
面
制
作
者
・
住
村
太
さ
ん
、
眞
野
惠

子
さ
ん
、松
尾
孝
也
さ
ん
の
作
品
を
約
40

面
展
示
し
ま
す
。

　
能
面
の
奥
深
い
表
情
を
、ぜ
ひ
間
近
で

見
て
く
だ
さ
い
。

①
展
示
「
能
面
の
世
界
」

▽�

と
き　
５
月
１
日
金
～
31
日
日
・
午
前

９
時
～
午
後
５
時

※
最
終
日
は
午
後
１
時
ま
で

②
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

▽
と
き　
５
月
17
日
日
・
午
後
１
時
か
ら

▽�

解
説
者　
松
尾 

孝
也
さ
ん
（
能
面
制

作
者
）

①
②
共
通

▽�

と
こ
ろ　
ギ
ャ
ラ
リ
ー
あ
し
や（
中
央

公
民
館
３
階
）

▽�

問
い
合
わ
せ　
中
央
公
民
館（
☎
２
２

２
‐
１
６
８
１
）

※�

月
曜
日
は
休
館
で
す
。た
だ
し
５
月
４

日
月
は
開
館
し
ま
す
。

芦
屋
釜
の
里
イ
ベ
ン
ト
情
報

❶
錫す
ず
の
古こ
い
ん印
作
り

　

芦
屋
釜
の
製
作
技
術
を
使
っ
て
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
錫
製
の
古
印
を
作
り
ま
す

（
桐き
り
箱
付
き
）。

▽�

と
き　
５
月
31
日
日
・
午
前
10
時
～

11
時
30
分

▽
と
こ
ろ　
芦
屋
釜
の
里

▽
対
象　
小
学
３
年
生
以
上

※�
小
学
４
年
生
ま
で
の
参
加
に
は
、
保

護
者
の
同
伴
が
必
要
で
す
。

▽�

定
員　
15
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽�

参
加
費　

18
歳
以
上
１
６
０
０
円
、
高

校
生
以
下
１
４
０
０
円（
入
館
料
を
含
む
）

▽�

申
し
込
み　
５
月
16
日
土
～
23
日
土
・

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時
に
芦
屋

釜
の
里
（
☎
２
２
３
‐
５
８
８
１
）
へ

❷��

開
園
記
念
茶
会

　

春
う
ら
ら
か
な
５
月
に
芦
屋
釜
の
里

開
園
記
念
茶
会
を
行
い
ま
す
。
誰
で
も

楽
し
め
る
茶
会
で
す
の
で
、
気
軽
に
参

加
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き
・
内
容　
５
月
３
日
日
＝
煎せ
ん
ち
ゃ茶

（
小お
が
さ
わ
ら

笠
原
流
）、
４
日
月
＝
薄
茶
（
表

千
家
）、
５
日
火
＝
薄う
す
ち
ゃ茶
（
裏
千
家
）。

い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
午
後
３
時

▽
と
こ
ろ　
芦
屋
釜
の
里
大
茶
室

▽�

参
加
費　
18
歳
以
上
９
０
０
円
、
小
・

中
・
高
校
生
５
０
０
円
（
入
館
料
と
お

茶
代
）、未
就
学
児
４
０
０
円（
お
茶
代
）

❸
薫
風
呈
茶

　

新
緑
の
庭
園
の
風
情
を
楽
し
み
な
が

ら
抹
茶
を
一
服
い
か
が
で
す
か
。

▽�

と
き
・
内
容　

５
月
９
日
土
～
10
日

日
・
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30

分
受
け
付
け

▽
と
こ
ろ　
芦
屋
釜
の
里
立り
ゅ
う
れ
い
せ
き

礼
席

▽�

内
容　
立
礼
席
で
の
呈
茶
（
和
菓
子

と
抹
茶
）

※
お
点て
ま
え前
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽�

料
金　
18
歳
以
上
９
０
０
円
、小・中・

高
校
生
５
０
０
円
（
入
館
料
と
お
茶

代
）、未
就
学
児
４
０
０
円
（
お
茶
代
）

【
共
通
事
項
】

▽�

問
い
合
わ
せ　
芦
屋
釜
の
里
（
☎
２

２
３
‐
５
８
８
１
）

※
月
曜
日
は
休
館
で
す
。
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【
４�

月
１
日
付
】

《
特
別
職
》

　

�

就
任　
副
町
長
＝
吉
永 

博
幸
（
新
任
）

　
教
育
町
＝
三
桝 
賢
二
（
再
任
）

《
採
用
》

　

�

福
祉
課
＝
西
川 

叶
介
、
ボ
ー
ト
レ
ー

ス
事
業
局
事
業
課
＝
長
沢 

裕
樹

《
異
動
》（　
）
は
旧
所
属

　

�

総
務
課
長
＝
本
石 

美
香
（
生
涯
学
習

課
長
）、
企
画
政
策
課
長
＝
溝
上 

竜

平
（
住
民
課
長
）、
財
政
課
長
＝
智
田 

寛
俊
（
福
祉
課
長
）、
税
務
課
長
＝
藤

永 

詩
乃
美
（
会
計
管
理
者
兼
会
計
課

長
）、
住
民
課
長
＝
有
田 

昌
子
（
税

務
課
課
税
係
長
）、
福
祉
課
長
＝
中
野 

功
明
（
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事
業
局
企
画

課
長
）、
会
計
管
理
者
兼
会
計
課
長
＝

福
田 

雅
代
（
議
会
事
務
局
長
）、
生

涯
学
習
課
長
＝
水
摩 

秀
徳
（
税
務
課

長
）、
議
会
事
務
局
長
＝
横
田 

和
雄

（
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事
業
局
事
業
課
長
）、

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事
業
局
企
画
課
長
＝

池
上 

亮
吉
（
財
政
課
長
）、
ボ
ー
ト

レ
ー
ス
事
業
局
事
業
課
長
＝
本
郷 

宣

昭
（
企
画
政
策
課
長
）

【
３
月
31
日
付
】

《
退
任
》

　
副
町
長
＝
中
西 

新
吾

《
退
職
》

　

�

佐
竹 

功
、
佐
竹 

康
子
、
濵
上 

鮎
美

《
再
任
用
任
期
満
了
》

　

�

吉
永 

博
幸

※�

係
長
以
下
の
配
置
異
動
な
ど
は
、
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
人
事
係
（
☎
２
２
３

‐
３
５
７
４
）

　

フ
レ
ッ
シ
ュ
な
２
人
の
職
員
が
入
庁

し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
か
ら
一
言
ず
つ
入

庁
し
た
抱
負
を
聞
き
ま
し
た
。

　

常
に
謙
虚
に
全
て
の
業
務
に
責

任
を
持
ち
、
町
民
に
寄
り
添
う
行

政
を
行
え
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
。

福祉課
西川 叶介

　

新
し
い
仕
事
に
積
極
的
に
挑
戦

し
、
多
く
の
人
の
力
に
な
れ
る
よ

う
に
精
い
っ
ぱ
い
取
り
組
み
ま
す
。

ボートレース事業局
長沢 裕樹

町ホームページ

役
場
の
人
事

新
人
職
員
紹
介

　高齢化が進み、高齢者が地域で安心して暮らし続けるための人権保障が、ますます重要な課題とな
っています。高齢者の人権問題は、身体的・精神的虐待だけでなく、悪徳商法や特殊詐欺など、財産
や尊厳を脅かす被害としても表面化しています。これらの被害は決して他人事ではなく、誰もが当事
者となり得る問題です。
　悪徳商法には、訪問販売や電話勧誘による高額商品の押し売り、無料点検を装った不必要な工事の
契約、健康不安につけ込むサプリメント販売などがあります。一方、特殊詐欺では、親族や公的機関
を名乗り「お金が必要」「還付金がある」と不安や焦りをあおり、冷静な判断力を奪う手口が後を絶
ちません。こうした行為は、高齢者の判断力や孤立につけ込むものであり、重大な人権侵害と言えます。
　被害に遭わないためには、まず「うまい話は疑う」「その場で決めない」ことが大切です。電話や
訪問での勧誘は、一度断っても構いません。少しでも不審に感じた場合は、家族や信頼できる人、消
費生活センターに相談することが重要です。また、特殊詐欺対策として、留守番電話の活用や、知ら
ない番号には出ない習慣をつけることも有効です。公的機関が電話やATMで返金手続きを求める
ことはありません。また、地域での見守りも大切です。日頃から声をかけ合い、生活の変化に気づく
ことで、被害の未然防止につながります。「自分は大丈夫」と思わず、周囲と情報を共有することが、
高齢者の尊厳と安心を守る力となります。
　高齢者が安心して暮らせる社会は、誰もが将来に希望を持てる社会です。一人ひとりが人権意識を
高め、地域全体で支え合うことが、悪質な被害を防ぐ最も確かな対策です。

差別をなくすために  第 491 号

高齢者を守る人権と悪質商法・特殊詐欺への対策

芦屋町人権・同和教育研究協議会
▷問い合わせ　社会教育係（☎２２３‐３５４６）

広報あしや　2026.5 ㉞
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今
年
の
大
河
ド
ラ
マ
は
、
豊
臣 

秀
吉

の
弟
、
豊
臣 

秀
長
が
主
人
公
で
す
。
で

は
、
豊
臣 

秀
長
が
生
き
た
時
代
の
芦
屋

は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。２
回
目

は
、大
内
氏
の
滅
亡
と
麻
生
氏
の
衰
退
を

介
し
ま
す
。

●
大
内
氏
の
滅
亡

　
天て
ん
ぶ
ん文

20
（
１
５
５
１
）
年
、大
内 

義よ
し
隆た
か

が
陶す
え 

隆た
か
ふ
さ房
の
謀む
ほ
ん反
に
よ
り
、
自
害
し
ま

す
。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、大
内
氏
の
勢

力
が
大
き
く
弱
ま
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

義
隆
の
後
を
継
い
だ
の
が
、
大
友 

義よ
し
し
げ鎮

（
宗そ
う
り
ん麟
）
の
実
弟
で
あ
る
、
大
内 

義よ
し
な
が長
で

し
た
。
義
鎮
は
、大
内
氏
出
身
の
母
を
持

つ
義
長
を
使
い
、筑
前
や
長
州
の
支
配
を

狙
い
ま
す
。
し
か
し
、弘こ
う
じ治
３
（
１
５
５

７
）
年
、
義
長
は
毛
利
氏
に
よ
っ
て
、
自

害
に
追
い
込
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

大
内
氏
が
滅
亡
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

●
麻
生
氏
に
起
き
た
大
事
件

　
大
内
氏
が
滅
亡
し
、永え
い
ろ
く禄
２
（
１
５
５

９
）
年
、筑
前
国
の
守
護
に
義
鎮
が
任
命

さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、北
九
州
を
実
効
支

配
す
る
た
め
、攻
略
を
開
始
し
ま
す
。
麻

生
氏
は
、花
尾
城
（
八
幡
東
区
）
に
お
い

て
大
友
氏
と
戦
い
ま
す
が
、ま
も
な
く
陥

落
し
ま
す
。

　

金
台
寺
（
西
浜
町
）
に
は
、
同
じ
年

に
麻
生
氏
に
起
き
た
事
件
を
記
し
た
古

文
書
が
あ
り
ま
す
。
古
文
書
に
は
、
永

禄
２
年
９
月
26
日
に
麻
生 

次
郎
が
切
腹

し
、
母
、
乳
母
、
妹
な
ど
が
後
を
追
っ
て

自
害
、ま
た
家
来
も
同
じ
日
に
討
死
し
た

と
あ
り
ま
す
。「
麻
生 

次
郎
」
が
一
体
誰

な
の
か
、
こ
れ
は
諸
説
あ
り
、
現
在
も

は
っ
き
り
と
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。し

か
し
、
こ
の
事
件
以
降
、
麻
生
氏
は
弱
体

化
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
永
禄
３（
１
５

６
０
）
年
、
織
田 

信
長
と
今
川 
義
元
が

戦
っ
た
「
桶
狭
間
の
戦
い
」
の
前
年
の
出

来
事
で
し
た
。

●
旧
芦
屋
小
学
校
遺
跡
と
金
台
寺

　
現
在
の
芦
屋
町

役
場
の
あ
た
り
に

は
、
旧
芦
屋
小
学

校
遺
跡
と
い
う
遺

跡
が
あ
り
ま
す
。

昭
和
46
（
１
９
７

１
）
年
、
役
場
庁

舎
建
設
の
た
め
工
事
を
進
め
て
い
る
と
、

東
西
54
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
巨
大
な
石
塁

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
石
塁
は
、昔

の
金
台
寺
の
も
の
で
は
な
い
か
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
金
台
寺
の
古
文
書
に
は
、寺
院
が
大
破

し
て
放
棄
に
近
い
姿
で
あ
っ
た
も
の
を
、

正し
ょ
う
ほ
う保（
１
６
４
４
～
１
６
４
８
）
の
こ
ろ

に
一
段
高
い
西
側
の
現
在
地
に
移
し
再

興
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。寺
院
が
大

破
し
た
理
由
は
、麻
生
氏
が
弱
体
化
し
た

戦
国
時
代
の
戦
乱
に
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
天て
ん
し
ょ
う正
３
（
１
５
７
５
）
年
に

は
、
大
き
な
伽か
ら
ん藍
を
備
え
た
大
寺
院
で

あ
っ
た
安
楽
院
（
岡
垣
町
吉
木
）
が
、大

友
氏
の
攻
撃
に
よ
り
焼
失
し
て
い
ま
す
。

同
じ
吉
木
に
、
岡
城
と
い
う
城
が
あ
り
、

こ
ち
ら
も
麻
生
氏
が
城
主
で
し
た
が
、大

友
氏
の
家
臣
と
な
っ
た
瓜
生
氏
に
攻
め

落
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
金
台
寺
や
安
楽
院
な
ど
、大
き
な
お
寺

が
、
大
破
・
焼
失
し
た
こ
と
か
ら
、
大
内

氏
滅
亡
後
の
北
九
州
の
情
勢
の
不
安
定

さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
（
芦
屋
歴
史
の
里
）

紀
史
歴
屋
芦

行
そ
の
三
百
六
十

▼
４
月
１
日
で
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ

ョ
ン
係
を
去
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
４
年
間
と
い
う
長
い
よ
う
で
短

い
期
間
で
し
た
が
と
て
も
充
実
し

た
広
報
担
当
生
活
で
し
た
。
思
い

返
せ
ば
芦
屋
町
役
場
に
入
庁
し
て
か

ら
色
々
な
イ
ベ
ン
ト
や
行
事
を
と
お

し
て
町
民
の
皆
さ
ん
の
思
い
を
取
材

で
き
、
芦
屋
町
の
新
し
い
魅
力
を
た

く
さ
ん
発
見
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。
１
年
目
の
取
材
で
は
な
か
な
か

笑
顔
の
写
真
を
撮
る
こ
と
が
で
き

ず
、
悩
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が

日
が
経
つ
ご
と
に
皆
さ
ん
の
素
晴
ら

し
い
表
情
の
写
真
を
撮
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
ま
た
、
砂
像
展
で
色
々

な
人
に
声
を
か
け
た
り
、
町
民
体
育

祭
で
は
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
走
り
回
っ
て

写
真
を
撮
っ
た
り
な
ど
心
に
残
っ
て

い
る
も
の
を
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い

で
す
が
、
一
番
は
町
民
の
皆
さ
ん
の

色
々
な
表
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
た

こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い

部
署
に
な
っ
て
も
広
報
担
当
と
し
て

学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
て
頑
張
っ
て

行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
広
報
あ
し

や
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
皆
さ

ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

（
手
塚
）

編
集
後
記

△旧芦屋小学校遺跡 石塁

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp広報あしや　2026.5 芦屋町公式ＬＩＮＥ



　芦屋釜を製作する鋳物師の後継者を募集します。

▽募集職種　鋳物師養成員（任期付職員）

▽採用予定人数　１人

▽�職務内容　茶の湯釜をはじめとする鋳物の製作技術習得など

▽�受験資格　平成９年４月２日から 21年４月１日までの間に
　生まれた人で、次のいずれかの要件を満たす人
　①�高等学校、専門学校、短期大学、大学などで美術分野に関する課程を専攻した人　
　②�工芸分野の技術職として実務経験のある人
　③①または②と同等の能力を有する人

▽�給与など
　�【給与】◦�給料月額　大学卒２３万２０００円、短期大学卒２１万９４００円、高等学校卒２０万６７００円
　※�給料のほかに、期末・勤勉手当、地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当があります。
　�【勤務時間、休暇など】
　◦�勤務時間　午前８時 30分～午後５時 15分（休憩 60分）
　◦�勤務形態　週５日（土日祝日勤務あり）
　◦�勤務場所　芦屋釜の里（芦屋町大字山鹿）　

▽�任用期間　令和９年４月１日～ 11年３月 31日（２年間）まで
　※�計画では、芦屋鋳物師の養成期間として最長 12年間を予定しています。

▽�選考方法　書類選考、オンライングループ面談、インターンシップ（就業体験）を予定

▽ �申込期限　７月５日日まで
　※�申し込み方法など、詳しくは芦屋釜の里ホームページを見てください。

▽�問い合わせ　芦屋釜の里（☎２２３‐５８８１）

芦屋鋳
い も じ

物師後継候補者募集

芦屋釜の里工房
鋳込みの様子

2026 年芦屋町ブランド金賞・審査員特別賞決定

▽ �問い合わせ　商工観光係（☎２２３‐３５４２）

広報あしや／●毎月１回（25 日）発行　●芦屋町役場企画政策課シティプロモーション係  ☎ 093（223）3571 〒 807-0198  福岡県遠賀郡芦屋町幸町２-20
●印刷　社会福祉法人福岡コロニー

　�　芦屋町の豊かな自然や文化などに育まれてきたもの、町内事業者により生産、製造または
販売されているものとして芦屋町ブランドに認定されたものの中から、特に優れたものを金
賞・審査員特別賞に決定しました。

2026年 金賞 審査員特別賞

産品名 復刻　芦屋加津浦
ひじき釜めし 芦屋イワシみりん干し あしやうまっ茶

事業所 有限会社ナラティブ 中西商店 モルトジェンティーレ
株式会社

　芦屋町ブランド認定品は、町のホームページに掲載しているほか、役場産業観光課、芦屋町商工会、
芦屋町観光協会に設置しているカタログに掲載しています。また、各種イベントへの出品やふるさと納
税返礼品への追加などを行い、各方面にその魅力を発信していきます。

芦屋町認定品
ホームページ

芦屋町ブランドロゴマーク案
2020/02/17

GOLDEN AWARD
2020

金賞
芦 屋 町

2026

町ホームページ


